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はじめに

　本稿は，２０００年半ば（５月から９月）のイギリスにおける福祉国家および杜会政策の動向を紹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）介し ，この動向を１９９０年代の流れのなかに位置づけ，今後の課題を探ろうとするものである 。

　イギリスは１９７０年代まで，世界の発達した資本制経済における福祉国家の先駆的で有力なモデ

ルとされていた。しかし，１９７０年代に世界的な不況とインフレの影響をつよく受け，いわゆる福

祉国家の危機がおとずれた。これにたいして，１９７９年から１９９７年まで，サッチャー首相からメー

ジャー首相へと１８年間続いた保守党政権は反福祉国家政策を採用し，世界にもう１つのモデルを

提供した。現時点でみれは，これによって第二次大戦後の福祉国家体制が解体されたわけではな

いが，たしかに大きな転換ないし再編がなされた。最近のイギリスは，北欧や大陸諸国とは異な

った方向をとっ てはいるが，福祉国家としてみればヨーロッパ大陸諸国とアメリカや日本との中

問ないし別の位置にあり ，さまざまな指標においてもその水準は中位にある 。したがって，かつ

てのような福祉国家のモデル国ではないが，福祉国家の１つのタイプとして重要な位置にある 。

　！９９７年５月 ，総選挙の結果，労働党が１８年ぶりに政権についた。若いリーダー トニー・ ブレ

ア（Ｔ・ｎｙＢ１・１・，！９５３年生，里岩，１９９９）はｒニュー・ レーハー（新労働党）」を掲けた。そして，ｒニ

ュー・ ブリテン」をめざし，従来の社会民主主義（旧労働党）とサッチャー流ニュー・ ライトの

どちらでもない「第三の道」を表明してきた。その重要な柱の１つが，杜会保障の「現代化」あ

るいは「ポジティブ ・ウェルフェア」（Ｇｉｄｄｅｎｓ，１９９８）さらに「ウェ ルフェア ・ツー・ ワーク」

（舟場，１９９８）である 。ブレア政権の発足以来，４年近くを経過した現在，その道のりをどのよう

に評価するか。２００１年春に予想される次期総選挙を前に，イギリス福祉国家および社会政策の動

向は内外から注目を集めているところである 。

　本稿は，イギリスにおける福祉国家および社会政策のなかでも ，労働政策，所得保障，保健医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９）



　２０　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第１号）

療に対象を限定している 。表Ｉ －１は保守党政権下のイギリスにおける社会保障の費用と給付の

変化を示したものである 。これをみればわかるように，ここでとりあげた雇用政策，所得保障

（表ではｒ杜会保障」），保健医療（表では国民保健サービス）の３分野は，イギリスにおける社会政策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ないし社会保障政策のかなりの領域と費用部分をカバーしている 。

　　　　　　　　　　　　　表Ｉ－１　イギリス杜会保障の概況（１９８０年と１９９６年）

費用（単位 １００万ポンド） （倍率） 受給者数（１ ，０００人）

項　　目 ８０年度　　９６年度 ９６／８０ 項　目 ８０年 ９６年

社会（所得）保障 ２４ ，０７３ ９１ ，４４８ ３． ８０ 失業給付 ７５３ ３９８

国民保険 １５ ，２６３ ４２ ，３２０ ２． ７７ 就労不能給付 １， １９７ １， ９１０

失業給付 １， ３２８ ９０４ Ｏ． ６８ 退職年金 ９， １０８ １０ ，７８５

就労不能給付 １， ８６３ ７， ６０５ ４． ０８ 寡婦給付 ・保護者手当
■

３１４

退職年金 １０ ，７５３ ３２ ，０７１ ２． ９８ 所得補助 ３， ２４７ ５， ７７８

寡婦給付 ・保護者手当 ６６３ １， ０７０ １． ６１ 児童給付 ７， ３９７ ７， ２５２

所得補助 ２， ９８３ １４ ，５８４ ４． ８９ 世帯給付 １０６ ７１６

児童給付 ３， １１５ ６， ９５１ ２． ２３ 住宅給付 ’
４， ６３９

世帯給付 ４８ ２， ０４７ ４２ ．６５ 障害者生活手当金 一
１， ９６３

戦争年金 ４２４ １， ３４３ ３． １７ 付添手当金 ’
１， ２２９

人口（９７年万人） ５８１４

杜会基金 ２０４

■ 合計特殊出生率（％） １． ７３

その他の無拠出給付 １， １９７ ２０ ，００１ １６ ．７１

６５歳以上人口比率 １５ ．８

住宅給付 ６５５ １０ ，７６４ １６ ．４３

（９７年％）

障害者生活手当 ■
４， ３６１

■ 国内総生産
付添手当 ２５７ ２， ４２１ ９． ４２

（１９９３年億ポンド） ７３４４

国民保健サービス １１ ，２５６ ４１ ，９４９ ３． ７３

（１人当りポンド） １２ ，６３１

杜会福祉サービス ２， １１６ １０ ，０９７ ４． ７７

合　　計 ３７ ．４４５　１４３ ，４９４ ３． ８３

対国民所得比（％） ２１ ，８　　　２４ ．９ 十３ ．１

（注）国民保健サービス ，社会福祉サービスの資本支出は除いている 。対国民所得比の算出に用いた所得額
　　は暦年値。８８年から ，世帯所得補足が世帯給付に，補足給付が所得補助にかわ った。８０年の就労不能給

　　付は疾病給付と障害給付の合計である 。

　　　右欄の住宅給付，障害者生活手当金，付添手当金の受給者数は１９９７年の数値である 。

　　　失業給付受給者数は国民保険の失業給付のみを示す。９７年より求職者手当金がはじまり ，失業給付と

　　失業扶助はこれに一本化された。失業者が求職者手当に移ったことで，所得補助は９７年から大きく減少

　　する 。

　　　児童給付は受給世帯数である 。

（資料）Ａｍｕａ１Ａｂｓｔｒａｃｔ　ｏｆ　Ｓｔａｔ１ｓｔｌｃｓ，１９９８．２０００Ｅｄ１ｔ１ｏｎ ほか

（出所）健康保険組合連合会編『社会保障年鑑１９９９年版』東洋経済新報社，表Ｗ－１を加工し，これに同
　　２０００年版表皿の数値を一部加えた。なお，表注および本文にもあるように，具体的な制度は変更されて

　　いる 。また各項目の内訳には主要なものだけを掲げた 。

皿． 雇用動向と労働政策

　１　雇用をめくる状況と労働政策の動向

（１）失業率 ・失業者数の動向

　イギリス経済は好調に推移している 。国立統計局（ＯＮＳ）が５月１７日に発表した２０００年４月の

失業者数（求職手当受給者数）は１１１万１ ，８００人，過去２０年問で最低を記録した。失業率も３ ．９％と

４％を割り込んた。ＩＬＯ統計による第１四半期の失業者数（求職手当受給資格のない者を含む）は

１７１万３千人で，就業者数は前期から５万５千人増えて２ ，７８０万人と過去最高を記録した。賃金も

上昇傾向にあり ，同年３月の平均賃金上昇率は５８％であ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０）
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　この好調は２０００年の夏も続き ，７月の失業率はさらに３．７％に低下した 。これは１９７５年１１月以

来の低い数値である 。１９８０年代半はには３百万人をこえていた失業者数がいまや百万人を切る勢

いである 。労働可能年齢人口の７５％が雇用されている現状は１９７０年代初めと同じくらいになって

おり ，これ以上の雇用創出は高 コストになると心配する声もでているくらいである 。

　しかし，最近の雇用増加分のほとんどはパートタイム労働者で占められている 。現在のイギリ

スには，６百万人のパートタイム労働者が存在する 。さらに，雇用増加は，１９９７年５月にスター

トした労働党フレア政権下で生じた新たな現象ではない。公共政策研究所（ＩＰＰＲ）によれは ，フ

レア政権の３年間よりも保守党メージャー 政権の最後の３年間（１９９４－９７）の方がわずかながら多

くの仕事が創造されたことに留意する必要がある 。

　現在，イギリスにはいわゆる失業手当はなく ，求職活動を行なう者に求職者手当（ＪＳＡ）が支

給されている 。ブランケット教育 ・雇用相は，６月に行なったスピーチの中で，「給付システム

の現代化」という労働党の長期課題に即して，求職者家族の責任や負担強化を求めた。具体的に

は， 受給者が得る求職者手当に依存する夫あるいは妻，異性の友人は２週問ごとに地域の職業安

定所（ｊ．ｂ。。ｎｔ。。）を訪れることが義務づけられる 。また，短期間の仕事のあとで再び手当を請求

することができるように，手当支給の廃止ではなく ，一時停止にすることも提起している 。その

際， フランケソトは，「われわれは求職者手当を，失業者への罰ではなく ，本当の求職者への手

当にしたいのだ。効率的な福祉国家を作り出す鍵は，制度をもっとフレキシブルなものにし，不

合理な時代錯誤の要素を一掃することだ」，と語っている 。

（２）労働市場の南北格差と固定化

　以上のように，近年のイギリス経済は「強い経済」といわれ，雇用の回復も順調であるが，他

方では，ポンド高による輸出競争力低下で製造業の衰退，工場閉鎖や移転などの事態も起こって

いる 。この過程で労働市場の南北格差（ｎ。。ｔｈ一。。ｕｔｈ　ｄｉｖｉｄ。）が顕著になっている 。６月に発表さ

れた労働調査局（Ｌ．ｂ．ｕ． Ｒ。。。。。。ｈ　Ｄ．ｐ。。ｔｍ．ｎｔ）の数値によれは ，過剰人員（。。ｄｍｄ．ｎ．１。。）のほぼ

８割はスコットランドとイングランド北部で生じており ，労働党の地盤といわれる地域

（Ｈ。。。ｔ１．ｎｄ。）の製造業から失業者が多く発生している 。イングランド北東部地域の失業率は，南

東部地域の実に３倍にも達する 。

　また，「新しい知識経済」が叫ばれ，ブレア政権はその担い手として中間階級に焦点をおいて

いる 。伝統的なブルーカラーの仕事は消滅し，労働市場は，多くの異なったキャリアを経験する

「ポートフォリオ労働者」によって占められるともいわれている 。しかし，公共政策研究所

（ＩＰＰＲ）のＰ ・ロビンソンによれば，多数の人びとはなお自分自身を労働階級とみなしているし ，

労働力の流動性もほとんど高まっていない。１９９９年時点で労働力の８２％は終身雇用者

（ｐ．ｍ．ｎ．ｎｔ．ｍｐ１．ｙ。。。）によって構成されているが，この数値は１９８４年時点の８３％からほとんと下

がっ ていない。人びとが頻繁に仕事を代わ っているという証拠もなく ，多くの仕事の肩書きはそ
　　　　　　３）
のままである 。

（３）長時間労働と過密労働

　このような低い失業率と労働市場の内部格差のなかで，現役労働者の長時問労働と過密労働が

問題として浮かぴ上がっている 。

　Ｆ ・グリーン（ケント人学経済学教授）によると ，２人の成人からなる平均的なイギリス人世帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１）



　２２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第１号）

は， １９９０年代の終わりでは１９８０年代の初めより週に７時間も多く働いている 。これは，多くの妻

がパートタイムで働きだしたことによる 。また，１９９７年の調査では，労働者の４２％が「自分の仕

事がきつい」と強く感じていた。これは仕事の不安定さによるのではなく ，部分的には労働組合

の力が低下したことによるが，それ以上に，新しい技術や，仕事をスピードアップさせる管理に

よる組織的変化によるものである 。過去２０年問，イキリスの週労働時問は約３７時間で安定してい

る。 しかし，これは男女ともに短時聞労働者が増加する一方，長時間労働者が増加している結果

である 。１９８１年に週４８時間以上働くイギリス人は６人に１人だったが，１９９０年代の終わりには５

人に１人に増えている 。グリーン教授は，１９９１年から１９９６年にかけ，イギリスがヨーロッパ諸国

のなかでもっとも労働の強度が高まった国であることを示すデータを明らかにしている 。（図ｕ －

１参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　図皿 一１労働強化１９９１－９６
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出所 ：丁加Ｇ伽肋岬Ｊｍｅ２１ ．２０００

　さらに，労働組合会議（ＴＵＣ）は９月の大会で，企業の不払い残業による利益が２３０億ポンド

（約４兆円）にも達することを明らかにした。それによると ，少なくとも４百万人の労働者は通常 ，

週に５時間以上の不払い残業を行なっている 。千２百万人の労働者が仕事のストレスでおこりっ

ぽくなり ，家でも機嫌が悪いと回答している 。

　これらに示されているような，また，新聞紙上で「燃えつきるイギリス（ｂｕｍ．ｕｔＢ．ｉｔ．ｉｎ）」と

いう言葉が登場するような状況が進行しているのである 。

（４）労働安全 ・健康問題

　長時間の過密労働と深く関連するのは，労働上の安全や健康の問題である 。この間，仕事によ

るストレスが深刻化しているという事態が相次いで報告された 。

　経営者協会による管理職への調査結果によれば，４人に３人は「仕事に支障をきたすほど強い

ストレスを抱えている」と回答している 。王立精神科大学の研究クループは，従業員の３人に１

人以上がうつ状態にあると指摘している 。また，ストレスによる企業損失は年間９千万日にのぼ

るという労働組合会議（ＴＵＣ）の調査結果がだされた。さらに，ストレスに関わる従業員の企業

にたいする損害賠償請求が急増している 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２）
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　７月に発表された約千人を対象に実施した調査結果では，平日の終業時には「疲労こんぱいし

ている」と回答した者が５０％以上あり ，３５～４４歳では７５％にのぼったことが明らかになっている 。

　こうした状況をうけて ，Ｊ ・プレスコット副首相は２０００年６月 ，企業の組織的で犯罪的な怠慢

によっ て引き起こされる死亡や重大な傷害（「企業殺人（。。。ｐ。。。ｔ．ｋｉｌ１ｉｎｇ）」）を告発できる新しい

基準を設けて，企業に「特別安全監督者」を任ずることを義務づけ，重大な法律違反があった場

合， この監督者が処罰されるようにするという提案を行なった。プレスコットは，現在の健康 ・

安全委員会（Ｈ・・１ｔｈ・ｎｄ　Ｓ・ｆ・ｔｙ　Ｃ・ｍｍ１・・１・ｎ）が企業で毎年起こっている重大な傷害や死亡を２０１０

年までに１０％削減する目標を設定すること ，仕事に関連する病気については２０％，今後１０年間に

健康と安全のシステムの欠陥によって喪失される労働日については３０％，それぞれ減らす新しい

目標を提案している 。また，健康 ・安全委員会議長ビル ・キャラハンも雇用主の健康と安全への

責任を強調すると同時に，「仕事に関連した病気と傷害によるコストは１年問に１８０億ポンドにの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
ぼるが，被害者や家族などの人的な苦痛のコストは測ることができない」と語っている 。

（５）職業訓練

　イギリス政府は近年，競争力強化と生産性の向上のために，教育および職業訓練にかなり力を

入れている 。

　２０００年６月に，ある調査結果が発表された。それは，イギリス商工会議所会長クリス ・ハンフ

リーズが議長をつとめた「国民的スキルに関する特別委員会」の調査である 。この委員会が行な

った２万３千人の雇用主への電話による聞き取り調査と４千人の管理者へのインタビューの結果

によれは，２百万にのぼる彼らのスタソフはその仕事を行なうに十分な熟練をもっ ていない。７

百万人の成人（５人に一人）は職務上の無知である（ｆｍ．ｔ１．ｎ．１１ｙ１１１１ｔ。。。ｔ。）と考えられる 。スキル

の欠如でもっとも影響を受ける仕事は職工的な技術のかかわる領域である 。多くの雇用主は算

数・ 計算能力に価値を見いだしているが，「中等教育修了試験（ＧＣＳＥ）」の成績はきわめて不十

分である 。成人のための職業教育も立ち遅れている 。

　このような現状と要望に応えて，労働党は，１６歳から１８歳までのすべての青年にスキル形成と

職業訓練のパッケイジを与える職業見習いの場所（。ｐｐ。。ｎｔｉ。。。ｈｉｐ　ｐｌ。。。）を提供することを約束し
，

２００１年から開始するとされる 。この職業見習いのほとんどは民間部門で組織されるのだが，訓練

学校の費用を負担する公的部門はその拡張を支援するというものである 。これを受けて ，２００１年

度予算作成のための蔵相報告書（１１月）においても ，ドイッとの比較データなどをもとに，学習

とスキル形成のための支出を大幅に増額することが表明された 。

　このように，職業訓練が生産性向上の鍵だという認識は相当にひろがっている 。しかし，学校

や大学への国家資金の投入と経済成果とのあいだの，あるいは学校の成績と仕事とのあいだの関

連性については，誰も明確な確信をもてないのが実情のようである 。

（６）男女賃金格差

　高等教育を受ける女性の数が飛躍的に増加している 。１９７１～７２年の百万人から９７～９８年には

２５０万人に達した。しかし，国立統計局（ＯＮＳ）の報告書（５月１０日発表）によると ，子育てをし

ながら働く女性は１９８７年から９９年で１Ｏ％以上増加しているが，１９９９年４月の統計では，フルタイ

ムで働く女性の平均年収は男性よりも４２％も低い 。

　同一賃金法（１９７０年）や性差別禁止法（１９７５年）施行後，四半世紀が経過したにもかかわらず ，
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男女の賃金格差はなお改善されていない。労働組合会議（ＴＵＣ）はｒ公正賃金運動」を展開し
，

５月に開いた女性の大会で，格差を是正するための全国キャンペーンをよぴかけた。（なお ，２００１

年７月からは差別の立証責任に関するＥＵ指令が国内法化される 。これによって，雇用審判所に提訴される

差別事件で，従業員が差別されたことを立証する必要はなく ，雇用者側が差別しなかったことを立証しなけ

ればならないことになることを付記しておく 。）

（７）外国人労働者問題

　イギリスの労働問題で見過こすことができないものに，外国人労働者問題がある 。

　外国人労働者に関する問題は，少子化と高齢化がすすむ一方，多くの失業者，あるいは民族問

題や排外主義の風潮を抱えているヨーロソパ先進国に共通する問題である 。

　現在のイギリス政府は，前保守党政権の路線を引継いで移民の受け入れに慎重であり ，とりわ

け不法入国者にたいし厳しい取り締まりを行なっている 。しかし，ヨーロッパ大陸あるいはそこ

を経由しての中近東，アジア（とくに中国），アフリカからの不法入国者は後をたたないという状

況がある 。混乱が続くバルカン諸国や旧ソ連圏地域からの人身売買的な流入もある 。「政治亡命」

という理由の有無あるいは合法 ・非合法を問わず，政府が流入する移民にどのような姿勢で対処

するかは，労働党と保守党のあいだの大きな政治的争点である 。他方，イギリスではすでに，三

分の一近くの医者が外国生まれであ ったり ，ＥＵ以外の地域からの専門技術をもつ労働者の移民

については基準を緩めたりしてきたという実情がある 。

　たとえば，１９９９年の看護婦登録の２８％は外国からの看護婦で占められ，その数は最近になって

急増している（この背景には看護婦不足がある一後述）。 また，ロンドン内の地域行政府などでは不

足する学校教師を英語圏の諸国から補充せさるをえない状況にある（教師の賃金は１９９２年から９９年

にかけて実質低下している）。 その他，ソーシャルワーカーや警官など社会サービスに従事する労

働者も不足している 。この背景には公共部門の支出抑制，民問企業とのあいだの収入ギャッ プ，

人びとの公共精神の後退などがあるが，他方，ＩＴやコンピューター関連その他の分野で専門技

術者が不足しているという新しい事態も生じている 。

（８）労働組合運動の動向

　最後に，イギリスにおける労働組合運動の動向である 。

　まず，労働組合加入者数（ＴＵＣに属さないものを含む）は１９９９年に２０年ぶりに増加に転じ ，７８０

万人になったことが政府の公式発表（２０００年５月）で明らかになった。これは，１９７９年（サッチャ

ー政権最初の年）の１ ，３２０万人というピーク以来，２０年問続いた減少傾向が逆転したという現象で

ある 。ＴＵＣ議長のＪ ・モンクスは，これについて，労働組合が以前の伝統的な分野以外への働

きかけを行ない，政府に子育て休暇（ｐ。。。ｎｔ．１１。。。。）を認めさせるキャンペーンを行なってきた

ことが新しい産業の労働者の要求に合致したことを示すものだ，と語っている 。

　また，２０００年は新しい雇用関係法が施行される年である 。これにより ，労働組合は，組合のな

い企業にアクセスしたり ，労働力の半数以上が組合員である企業主にたいして交渉する権利を獲

得する 。他方で，労働組合は，労働力流動化政策の中で厳しい課題に直面している 。とくに，新

興の産業や若干の雇用主たちは，労働組合の承認を求める動きにたいしアメリカ流の労働組合敵

視策を準備しているといわれる 。

　ガー デイアン紙のＤ ・ウォーカーによると ，集団交渉による賃金決定の比率は１９８０年の７０％
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から１９９８年には３５％に半減した。１８歳から２９歳の若い労働者の組合員比率は，かつて１９８４年に

４４％だ ったのが，現在はわずか１８％である 。労働組合はいわゆるニュー・ エコノミーでの地位の

確保に失敗したといえる 。１９８０年以降にたちあげられた職場で労働組合が承認されているのは三

分の一にすぎない。女性の組織率は男性より低い。しかし，ＬＳＥ（ロンドン大学）経済成果セン

ター（ＣＥＰ　Ｃ・ｎｔ・・ｆ・・ Ｅ・・ｎ・ｍ・・ Ｐ・・ｆ・・ｍ・ｎ・・）の研究調査では ，労働組合のある職場は性や人種 ，

健康度合いによる格差や不平等が緩やかであり ，フルタイムとパートタイムの間の転換がしやす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
い傾向をはっきりと示しているということである 。

　こうしたなかで，２０００年９月 ，ＴＵＣ（労働組合会議）の年次大会がグラスゴウで開催された 。

大会のなかで問題になったことは，ヨーロノパ単　通貨への加入問題とイキリスの労働者の利益 ，

企業の役員報酬の抑制措置，公共サービスの漸次的民営化，最低賃金や年金額の引き上げ，いわ

ゆるニュー・ エコノミーの中心である情報通信産業における組合の組織化と運動のあり方などで

ある 。この人会にはＧ　フラウン蔵相が参加し，労使が一緒になって生産性を向上し，ｒ経済安

定のための反インフレ文化」を維持することができれば，イギリスは１世代のうちに完全雇用を

達成できると訴えた。これについては，労働組合の指導者たちが強く批判したとも報じられてい
６）

る。

　２ ．９０年代の雇用政策

　ここでは，上述の２０００年の雇用および労働政策の動向を１９９０年代の雇用政策の流れの中に位置

つける 。ホワイトサイト［Ｎ　Ｗｈ１ｔｅｓ１ｄｅ，フリストル大学リーター Ｅ１１１ｓｏｎ＆Ｐ１ｅｒｓｏｎ１９９８，Ｃｈ

６１
，駒村［武川 ・塩野谷１９９９，第５章１その他によりながら概観を試みる 。

　１９７０年代まで，イギリスにおける国家介入はマクロ経済政策の範囲に限られ，産業政策や人的

資本政策は導入されず，経済発展を調整する計画は存在しなか った。産業＝労資関係の自主的伝

統にもとづいて，人員配置，労働条件，賃金率は自由な団体交渉にゆだねられ，社会政策は産業

自治の領域と政治的に切り離されて考えられていた 。

　１９７０年代半ばになって，インフレの進行が貯蓄と投資の基礎を掘り崩し，労働市場における従

来の仕組みは機能しなくなり ，フレキシブルな労働市場が生み出されていく 。これには，国際通

貨体制の不安定化や国際競争の激化，国際的な投資の活発化，アジア諸国の追い上け，企業構造

や管理の変化，小規模企業や自営業の動向なと ，多くの要因が関連してくる 。！９７９年から９７年に

かけて，保守党政権は，市場の自由な機能と企業管理者の権威，国家規制から自由な企業活動の

強化，完全雇用へのコミットよりもインフレ制御と企業の信頼回復を優先した。こうして，第二

次大戦後に成立した従来の政労使のｒコーポラティズム」（Ｇ・ｕ１ｄ，１９９３）にもとづく諸制度は解

体された 。

　失業給付へのアクセスは困難になり ，給付も平均賃金ではなく生計費に関係させられている 。

失業給付も１９９５年には，半年問の実際に求職する者にのみ適用される求職者手当
（Ｊ．ｂ

。。。
ｋ。。。’Ａ１１．ｗ．ｎ。。）に切り替えられた。雇用の保護，労働組合の権利や活動は次第に制限さ

れ， 労働組合主義は「内なる敵」とみなされるようになった。従来の全国的な交渉にもとづく賃

金決定は成果に関連する支払いに切り替えられ，低賃金産業における最低賃金率を決めてきた賃

金審議会（ｗ．ｇ。。。。ｕｎ．ｉ１）も１９９３年に廃止された 。「インフレを加速させない失業率（ＮＡＩＲＵ）」
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という名前の失業の最小限度は市場の状態によって決定され，反対に政府の干渉に影響を与える 。

すなわち，それ以下に失業を抑える政府の政策はかえって長期的には失業率を上昇させるという

のである 。

　こうして，１９８０年代以降，政治，経済，社会全体の最優先の目標であ った完全雇用政策は放棄

され，パートタイム労働や非正規労働の増加，アウトソーシングや下請け契約など雇用市場の柔

軟化がすすめられた。景気変動によってその時どきの違いはあるが，大量の失業や半失業は，杜

会保障や社会サーヒス支出の増大，税収の落ち込み，家族問題や地域杜会の荒廃など，あらゆる

社会病理現象の根源になって，広範な社会的不安定性をつくりだす。こうしたなかで，保守党政

権も雇用対策に消極的ではいられなくなり ，各種の補助金政策や職業訓練教育政策がとられた 。

ブレア新政権の各種プログラムも ，保守党政権の時期に存在したこれらの計画のうえに成り立 っ

ているものである 。

　１９９７年の総選挙のキャンペーンにおいて，労働党はｒニュー・ レイバー」として雇用政策を最

優先にかかげた。総選挙に勝利した後の最初の予算編成において，ブレア政権のゴードン ・ブラ

ウン蔵相は，民営化された公益企業からの一時的なｒたなぼた（ｗｍｄｆ・１１）」の税収入約５０億ポン

ドをｒＷｅ１ｆａｒｅｔｏ Ｗｏｒｋ（福祉から仕事へ）」計画に投じるとした。新労働党のｒニューティール」

政策は，６ヵ月以上の若年失業者のために補助金付きの仕事，ポランタリーワーク ，環境関違の

仕事もしくはフルタイム教育を与える 。また，２年問失業しているあらゆる年齢層を雇用する企

業主には高い補助金を与えるというものである 。したがって，労働党の戦略の成功にとっては ，

私企業の協力が得られるかとうかが中心的課題である 。また，労働党のプログラムは景気が上向

いてきた時期に実施されたが，今後ありうる景気後退によって大きな影響を受けることが予想さ

れる 。他方，「仕事への復帰」は，社会保障給付の新しい個人単位システムの中心的柱として ，

分担制の保険を復活させようとする社会保障改革の中心課題でもある 。

　ＥＵのマーストリヒト条約の社会憲章に反映されているように，フランスやドイツなどヨーロ

ッパ大陸諸国が雇用や賃金の保護，労働時間短縮，早期退職，公的資金による仕事の創造などの

点で，従来の国家による規制を掘り崩さずに失業の解決を計ろうとしているのにたいし，イギリ

スでは雇用にたいする雇用主の力を増大させてきた。たしかに，生産性の上昇やインフレの安定 ，

高い国内投資率などがみられ，フレキシブルな労働市場は今日の競争的市場への企業の適応を可

能にした。パートタイム雇用の拡大は子供をもつ母親にｒ仕事に復帰する」機会を提供したとい

える 。また，いったん廃止された最低賃金制はブレア政権のもとで復活した 。

　しかし，先にみたように，生産性の向上は多分に労働強度の増大を反映したものである 。長時

問労働にともなう労働ストレスが大きな問題になっている 。労働市場は，およそ３分の１が安定

的な収入を得られるもの，残り３分の２が臨時的な不安定で低賃金の仕事で争っているという構

造になっている 。したがって，労働市場の問題があらゆる社会問題を引き起こす構造は，失業率

が改善された現在も変わ っていないといわねばならない 。

　３　今後の課題

新しい労働党政権のスローカンは，「労働可能な者に仕事を，労働不可能な者に所得保障を」

というものであ った（Ｈｉ１１・，１９９９
，Ｐ

．９０）。
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　公共政策研究所（ＩＰＰＲ）のＭ ・テイラーは，労働党政府の今後の課題はたんに労働可能年齢

人口の就業率を高めるだけでなく ，片親の半分，障害者の４６％，５０歳以上の男性の３分の２ ，民

族的少数派の３分の２しか仕事に従事していない状態を改善することにあるとのべる 。彼によれ
ば， 政府は，（１）５歳以上の子供をもつ１５０万人の親を仕事に就かせ，（２）９０万人の障害者に仕事を

与え・正常者とのあいだの違いを半減させ，（３）５０歳以上の男性７５万人を就業させ１９７０年代後半と

同じ就業率に高める ，（４）労働年齢にある民族的少数派の人びと４０万人に仕事を与え，白人と同じ

就業率にする ，などを目標に設定すべきである 。これによっ て， 労働可能年齢の労働力率を現在

の７５％から８０％に高めることができる 。それは経済の成長とニュー ディールの拡張を意味するが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）そのために高失業率の地域で仕事を創造する政府の強力な介入が必要である
。

　こうした仕事おこしの目標が設定され実行に移されれば，公共サービス分野ですすんでいる外

国出身の教師や看護婦，ソーシャルワーカーなどの募集や養成をイギリス国内の労働者で行なう

ことが可能になるであろう 。

　また，Ｋ ・レイク（ＬＳＥ助教授）は，労働党の「ニュー ディール」計画による失業者への給付

のほとんどは男性労働者が受けている事実を明らかにしている 。教育保健省のデータによれば ，

「ニュー ディール」計画の給付を受けた若い失業者のうち女性は２７％，長期失業者では１６％にす

ぎない。これは，女性に男性雇用者であるパートナーがあればその女性は求職者手当を受給する

資格がないと定めたり ，同居する男女ともに失業者である場合は男性が主な求職者として登録さ

れる傾向があること ，また，女性が登録された場合でも低賃金のパートタイムの仕事が得やすい

ので登録から消えることが多く ，しかもパ ートタイムから地位を上昇するのは困難なこと
（“ ｔｉ．ｋｙ　Ｈ。。。。［粘着性の床１” 。ｆｆ。。ｔという）などによる 。政府もこれに気づいており ，片親のため

の給付（９５％は女性）や失業者のパートナーにたいする給付もあるが，この２つの給付の比率は

全支出の１０％である 。（図ｕ －２を参照）

　個人レベルでみても ，若い失業者への給付額は片親への給付額の倍であるから ，男女のあいだ

の格差はその分だけ大きい。片親は１年間の職業訓練事業に参加できない。また，この問題には

母親が働くあいだの子供のケアヘの支出が少ないことも関連している 。全体として，公共支出の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）男女別格差についての調査がまったくなされていない。これは大きな課題である 。

　〔なお，最近の新聞報道（ｒ朝日新聞』２００１年１月１３日）によれば，ブラウン蔵相は，２００１年１月

１１日 ，新たなボランティア推進計画を発表した。「５年後にはイギリス国民は週に最低２時問は

図皿 一２　ニュー ディール支出の受給者内訳　１９９７－２００２

失業者のパートナー
２％（£５０ｍ）

他のニュー ディール ＊

１０％（£２５０ｍ）

片親
８％（£２００ｍ）

長期失業者
２３％（£６００ｍ）

若年失業者
５７％（£１ ，４８０ｍ）

＊他のニュー ディールは５０歳以上の者や障害者向けを含む

出所 ：Ｋ．Ｒａｋ ｅ， 丁加Ｇ伽肋岬Ｊｕｎｅ２０．２０００

（２７）
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ボランティアに従事する」ことをうたった本計画は，教育，福祉，医療など公共部門にボランテ

ィアを積極活用し，ボランティア団体への援助枠を拡大する計画を推進するために，政府が今後

３年間に３億ポンドを支出するというものである
。〕

皿． 格差 ・不平等と所得保障

　１　拡大する格差と不平等

（１）格差と不平等の拡大に関する各種の報告

　２０００年５月１０日 ，ｒ社会的不平等２０００」と題する国立統計局（Ｏ冊…　 ｆ　Ｎ・ｔ１・ｎ・１Ｓｔ・ｔ１・ｔ１・・）の報

告書が公刊された。このような報告書は，１８年間におよぶ保守党政府時代には現われなか ったと

いわれる 。そして，この報告書は，「富と貧困の格差が拡大し」，「３百万人の子供が平均収入よ

り６０％以上低い家族のもとで貧困線以下の生活を送 っている」 ，ｒ男性は女性よりもフルタイムで

４２％も多く稼得している」，ｒお金と階級が依然として学校試験における結果と子供の将来に影響

を与えている」といった多くの衝撃的事実を明らかにした 。

　報告書はまず，１９８０年代をとおして所得格差が拡大したとしている 。上位１０％層の所得は１０年

間に３８％も増加したが，下位１０％の層は５％しか増加しなかった。１９９０年代にはその格差は安定

しているものの，１９７０年代初めの時点で最富裕層１０％と最貧層１０％とのあいだの格差倍率は３倍

だったのが，９０年代の終わりには４倍に拡大した。富の格差は，所得格差とは対照的に過去２０年

間あまり変化がなかったが，富の不平等な配分は変わらず，１９９６年には人口の１％が富の２０％に

あたる３ ，８８０億ポンドを所有し，全ての富の半分以上が人口の１０％によっ て所有されている ・

１９９７～９８年でみると ，約３０％の世帯が貯蓄をもたず，半数をこえる世帯が１ ，５００ポンド（約２５万

円）以下の貯蓄しか保有していない。２万ポント（約３４０万円）以上の貯蓄をもっている世帯はわ

ずか１４％にすぎない。（図皿 一１参照）

　ジェンダーギャッ プについてみると ，フルタイムで働く男性が年間平均２万３千ポンドを稼ぐ

のに対し，女性のフルタイマーの平均所得は１万６千ポンドで男性より４２％も低いことが明らか

になった。働く女性の４５％はパートタイマーであるが，同様の仕事で支払われる時問賃金率は男

性の方が女性より約３分の１ほど高い。他方，労働可能年齢の女性で働いているものの比率は

１９８４年の６６％から１９９９年の７２％に上昇した。各分野の１９９１年における女性の占有率は百年前の

１８９１年とはきわだ った変化を示していることも明らかにされている 。また教育においては，貧困

と階級の差異がなお教育参加に重要な影響を及ぼしているが，大学生の数では女性が男性を上回

　　　　　　　　　　９）
ったことが報告された 。

　他方，企業のトッ プマネジメント層の報酬は急上昇し，高すぎると問題になっている ・１９９９年

に企業トソ プ層の収入は１６５％も上昇した。これは平均賃金上昇率４１％の４倍である ・全英１００

の大企業の役員のうち，少なくとも１１０人以上の最高経営者層は百万ポント以上の報酬を得てい

ることが明らかになっている 。

　また，ＴＵＣの１９９９年調査では，１ ，０００のトッ プ企業で最も高い報酬を受け取った役員たちは ，

彼らが雇 った労働者の平均の２０ ．７倍も稼いでいる 。これは１９９４年には１５ ．７倍であ った。役員の平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８）
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図皿 一１所得格差の拡大傾向
　　　　（週平均，１９９９年実額，単位ポ ノト）

６００Ｈｏｕｓｅｈｏ１ｄ

５００

４００

３００

２００

１００

００

ＯＯ

Ｔｏｐ１Ｏ％

００

００

Ｂｏｔｔｏｍ１０％

００

Ｏ

単身年金受給者の純所得の増加率
（１９９６年実額に換算した１９７９年から９６／９７年の増加率）

４０

３０

２０

Ｐｅｎｓｉｏｎｅｒｓ

１９７１７３７５　７７７９８１８３８５８７８９９１９３９５９７　　　　　　 Ｂｏｔｔｏｍ　Ｍ１ｄｄ１ｅ　Ｔｏｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０％　　　２０％　　２０％

出所 ：Ｔｈｅ　Ｏ冊ｃｅ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎａ１Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　Ｒｅｐｏｒｔ，丁加Ｇ舳肋岬Ｍ
ａｙ　ｌｌ ，２０００

均報酬額はこの５年間に平均２４万ポンドから４１万ポンドに７２％上昇したが，労働者たちの賃金は

この問，平均で１８％，１７ ，３３２ポンドから２０ ，４８５ポンドヘ上昇したにすぎない。ＴＵＣは政府に役

員報酬に関するなんらかの行動を求めた 。

　さらに，７月 ，「イギリスにおける不平等地図」と題するスミス研究所の新しい調査結果が明

らかにされた。この調査は１９５８年と１９７０年の特定の週に生まれた１６ ，ＯＯＯ人を追跡調査したもので

ある 。その結呆によれば，ｒ１９５８年に生まれた者と１９７０年に生まれた者に関して，異なる社会的

背景のもとで生まれた人びとのあいだの機会上の格差には何の変化もみられない。１９７０年に生ま

れた者は１９５８生まれの者よりも高い教育を受けた両親をもち ，恵まれた条件でスタートしたが ，

専門的職業従事者と不熟練労働者を背景にもつ者の格差は依然として同じである 。機会の不平等

が不利益な影響をもたらすという結果は，ある領域（たとえばｌＯ代で母親になる娘）ではむしろ

拡大している 。」このように，現在３０歳の者たちは出生時の不利益や貧困になおも付きまとわれ

ている 。イギリスは教育や労働機会における貧富の格差が以前と同様に大きな階級支配社会であ

る。 この発見は，もはや階級分裂は克服され，イギリスはいまや中産階級に基礎をおくとしてき

たブレア首相らニュー・ レー バーにとっては大きな衝撃であろう 。

　それだけにとどまらない。同じ７月に，杜会保障省（ＤＳＳ）の政府データが，「富裕層の収人

が貧困層の３倍も早く大きくなったために，平均の半分以下の収入しかない世帯で生活する人び

との割合が１６９％から１７７％に上昇した」こと ，ｒ貧困線以下の生活を送る年金生活者の数が２

百万人から２４０万人に増加した」ことを明らかにした。しかもこれは，２年間の労働党政権下で

起こった現象である 。政府資料によっても ，前の保守党政権下の貧困の増大が労働党政権下でも

続いており ，この２年間に富裕層の方がはるかに収入を増大させてきたことを示しているのであ
１Ｏ）

る。

（２）増大する貧困と子供

　Ｊ ・ローントリー基金は，９月 ，ｒイギリスにおける貧困と社会的排除」という調査結果を発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９）
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した。調査に参加した４大学の社会学者は，イギリスには生活必需品を買えない人びとが１ ，４５０

万人も存在することを見出した。彼らは，長期貧困世帯の割合は減少してはいるが，貧困世帯比

率自体は１９８３年の１４％から１９９９年に２４％に増えていると測定している 。したがって，貧困が深ま

ってはいないが広がっているとみている 。同基金の調査はまた，両親が子供にとって不可欠だと

思う２７種の必需品（財だけでなく行動やサービスを含む）をとりあげ，これらを欠いている子供の割

合を明らかにしている 。それによると ，基礎的な必需品を２つ以上欠く子供は２百万人（１８％）
　　　１１）
にのぼる 。

　平均収入の半分に満たない家計のもとで生活する子供たちの数は，１９９７年には４４０万人と推定

される 。３０年前の１９６８年には１４０万人であ ったからほぼ３倍の増加である 。

（３）地域問格差の拡大

　１　の雇用動向でも触れたように，現在のイギリス社会では地域格差が大きな問題になってい

る。 Ｊ・ ローントリー基金の別の報告書は，いわゆる南北格差（ｎ・・ｔｈ ・・ｕｔｈ　ｄ
１・１ｄ・）にともなっ て，

北部から南部への人口移動も大きくなり ，ロンドンを筆頭に大都市から郊外への人口流出も激し

いと伝えている 。

　イギリスではいま ，多くの地方行政区が，学校，店舗，バスや鉄道などの公共輸送サービス ，

郵便局，適当な住宅などの不足という問題をかかえている 。都市ではホームレスは減少している

のに，地方ではかえっ て増えているという 。過去１０年間に農業の仕事は６万も消滅し，土地から

の離反により ，農業はもはや地域経済の柱ではなくなった。近年の石油価格高騰は，地方住民の

クルマでの移動に困難を与えている 。

　こうした状況をうけて，ブラウン蔵相は６月 ，健康，教育および犯罪防止に関してはとくに貧

しい地域に予算を重点的に投じると約束した 。

　しかし，問題は地域民主主義および地方行政府権限の縮小にあるという指摘もなされている 。

（４）年金生活者

　６０歳以上の単身の年金生活者は，現在，週６７ ．５ポンド（約１１ ，５００円）の基礎年金に加えて，最

低所得保障（Ｍｍｍｕｍ　Ｉｎ。。ｍ． Ｇｕ。。。ｎｔ。。 ＭＩＧ，資力調査にもとつき低所得退職者に所得補助基準額相

当を保障する制度）で１１ポンドから１８．５５ポンドの特別加算（年齢により差がある）を受けた場合
，

合計７８ ．５ポンドから８６ ．０５ポンドを受給する 。カッ プルの基礎年金は１０７ ．９ポンド（約１８ ，４００円）
，

加算分は１７４５から２６５５ポンド（同前）である 。基礎年金だけに頼る高齢者は５０万人にのぼり ，

貧困な年金生活者は２百万人といわれている 。

　年金生活者のあいだの不平等も拡大している 。年金生活者のうち，所得の少ない５分の１層を

１とした場合の所得の多い５分の１層の所得倍率は，１９７９年の２ ．５から現在の３ ．５に拡大している

のである 。

　年金に関わ っては，５月１６日 ，ルクセンブルグにあるヨーロッパ人権裁判所（Ｅｕ・・ｐ・・ｎ　Ｃ・ｕ・ｔ

．ｆＪｕ．ｔｉ。。）は ，イギリスの約６万人のパートターマー（主に女性）が１９７６年にさかのぼって年金

権（職域年金への加入資格）を獲得する判決を下した。これにともなう雇用主の費用は１００億から

１７０億ポンドになるといわれる 。これをうけてイギリス最高裁（上院上訴委員会）も ，一部を除き

これを認める決定を行なった（２００１年２月）。 また，ゲイやレズビアンのカッ プルにもどちらか一

方が亡くなったときの年金の継承を認めるかどうかが問題になっている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
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　その他，５月９日に発表された監査委員会の報告書によれば，所得補助（公的扶助のこと　後

述）をうけている高齢者およぴ障害者にたいして地方自治体が在宅サーピスを提供する際，料金

を徴収しているためにかれらの収入が減少し，いっ そうの貧困に追いやられている 。その実情は

自治体により多様であるが，ある自治体などは重度障害者手当の９０％を取り上げており ，政府は

こうした在宅サービスの料金徴収にたいして何らのガイダンスも提供していないことが問題視さ

れている 。

（５）年金改善策をめぐる動向

　２０００年５月４日にイギリスで地方選挙が実施され，労働党は大幅に議席を失 った。その原因は ，

前回総選挙の公約どおりに労働党政府が公的年金給付額を引き上げなかった（４月に実施された国

家基礎年金の改訂は週当り７５ペンスというわずかな増額にとどまった）ことへの高齢者の不満にあると

される 。労働党政府はさっ そく ，２０００年冬に予定されている基礎年金の物価上昇に連動する見直

しの際に，来年春からの週４ポンドから５ポンド（年間２００ポンド以上）の増額を計画している ，

と報じられた。これは２００１年５月に予想される総選挙前に，高齢者の支持をとりもとすためだと

いわれている 。

　国会議員のあいだには，党派をこえた年金ロビイストのグループがある 。サ ッチャーが廃止し

た公的年金の賃金スライド制を復活させる動きも伝えられている 。ちなみに現行制度は物価スラ

イドのみであり ，毎年９月の物価上昇率に比例して翌年の４月から年金額が引き上げられる 。来

年度の増額分は事前の予想では２ポンドである 。労働組合幹部も賃金スライド制の復活を望んで

いる 。労働党内の賃金スライド制復活論者によれば，もしサッチャー政権が賃金スライド制を廃

止していなければ，基礎年金最低額は現在より３０ポンド多い週９７ポンドになっていた 。

　こうして，基礎年金改善問題は次期総選挙を前に大きな政治課題として浮かぴ上ってきた。自

由民主党，労働党，保守党はそれぞれ９月から１０月にかけて党大会を開催し，その前後に総選挙

に向けた新たな政策を提起している 。大きな焦点はこの年金問題である 。

　まず，保守党のヘイグ党首が発表した年金改革案は，財政支出の削減とあわせて，若年層が基

礎年金の適用除外資格をえて（・ｐｔ・ｕｔ・ｆ）私的年金あるいは職域年金に移行することを可能にす

るというものである 。これはいわば基礎年金の民営化案である 。これについて，労働党からは ，

４５歳以下の人びとの半分が国民保険の拠出から抜けた場合，５年間で５０億ポンドの穴があく計算

だが，保守党は人びとにこのことを明らかにせず，代案も提起していないと批判がなされている 。

前回１９９７年の総選挙でメージャー率いる保守党が敗北した原因は年金問題にあ ったといわれてお

り， 現在もそうした意味で保守党への注目度が高いのである 。

　また，自由民主党のケネディ党首は，週５～１５ポンドという基礎年金の大幅な増額と ，医療や

教育などの公共サービスの改善のための新たな支出を提案し，それと同時に７０億ポンドの所得税

増税を主張し，独自性をうちだしている 。

　ついで，９月の労働党大会の演説で，ブラウン蔵相は次のように発言した。約４００万人の貧し

い年金受給者の改善と全体の底上げのために，基礎年金の最低保障（ＭＩＧ）を１２ポント増額し ，

単身者の年金額を週最低９０ポンド以上にする 。党内から強い要求のある賃金スライド制復活は採

らない。また，あまり大きくない職域年金や小さな私的年金に加入する約４００万人の中所得の年

金受給者のために２００３年に新たな年金クレジットを導入する 。これらは，医療，教育および交通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）
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に対する公共支出の拡大とあわせて提起されている 。ブラウン蔵相は，最低保障の増額には２６億

ポンドの予算が必要となるが，賃金スライド制には初年度でさらに１０億ポンドの追加が必要であ

るとも語っている 。

　このような経過をうけて，ブラウン蔵相による１１月プレ予算報告では，２００２年４月に基礎年金

の最低額を単身者で５ポンド，カッ プルで８ポンド増額し，それぞれ週当り７２ ．５ポンドと１１５ ．９

ポンドにしたうえで，さらに３ポンドと４ ．８ポンドを加算し，特別加算を加えた最低所得保障

（ＭＩＧ）を現在の７８ ．４５ポンドから９２ ．１５ポンドヘ，１２５ ．３５ポンドから１４０ ．５５ポンドヘと大幅に増

額すること ，冬の燃料手当も昨年の１００ポンドから２００ポンドに増額すること ，２００３年から年金ク

レジットを導入することなどが発表された 。

　このように，２００１年度の年金額および年金改革をめぐって，２０００年半ばのイギリス政界はかな

り激しい動きをみせたのである 。

　２ ．９０年代の所得保障政策

　イギリスで「社会保障（。。。ｉ．１。。。ｕ．ｉｔｙ）」とは，公的年金や各種給付などの国家的な所得保障あ

るいは所得移転プログラムのことである 。それは，直接の現金給付と税控除を中心としている 。

そこで，わが国のことばの杜会保障と区別するために，以下ではこれを所得保障とよぶことにす

る。

　マソ ケイ（Ａ　ＭｃＫａｙ，クラスコウ ・カレトニアン大学助教授，Ｅ１１１ｓｏｎ＆Ｐｌｅｒｓｏｎ，１９９８）は，イギリス

における所得保障の目的は４つにカテゴリー区分されるとのべている 。それは，¢貧困救済　不

平等軽減　社会連帯の促進＠市場経済の支え，である 。また，所得移転の方法には次の４つがあ

る。（１）拠出制給付（２）資力調査（ｍ。。ｎ．ｔ。。ｔ。）をともなう（毎拠出）給付（３）普遍的あるいは無拠出の

臨時給付（４）課税免除もしくは控除。この４つめの税については，１９８０年代から９０年代初めにかけ

て所得税率が切り下げられる一方で，付加価値税率と国民保険料率は高められた。この場合，低

賃金就労による低所得，所得保障給付の切り下げ，課税最低限の大きさが互いに影響しあい ，

「貧困と失業のわな」や「（決して高い水準ではない）所得保障給付への依存」現象があることが知

られている 。

　（１）の拠出制による所得保障は，被雇用者と使用者による拠出をもとにし国家がサポートする国

民保険基金によって，一時的あるいは恒久的な収入の喪失を補填するものである 。給付の主なも

のに，退職年金，拠出制求職者手当，疾病関連給付などがある 。適格基準は過去の労働経験によ

る拠出であるから ，多くの個人を包括する一方で，若いシングルマザーの例にみられるような ，

拠出における最低収入額以下の者，勤労経験の限られた者には適用されないので，皆保険 ・皆年

　　　　　　　　　１２）
金というわけではない 。

　（２）の資力調査をともなう無拠出の給付はコンソル基金（一般租税）を財源としており ，１９９７年

の社会保障省のデータでは所得保障支出額の５０％以上を占めている 。具体的には，所得補助

（Ｉｎ。。ｍ． Ｓｕｐｐ。。ｔ） ，無拠出制求職者手当，カウンシル税給付金（白治体税に対する補助），家族クレ

ジット（Ｆ・ｍｉ１ｙ　Ｃ
・・

ｄｉｔ： １６歳未満の子どもがいる親が一定時問以上就労している場合に基準以下の所得を

補助する世帯給付，１９８８年に実施），住宅給付，障害者就労手当などがある 。社会扶助あるいは資力

調査をともなうこれらの給付は，理論的には誰もそれ以下になるべきではない，所得の「セイフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３２）
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ティ ・ネ ット」を表現している 。ただ実際には，１９９２年の時点でも４７４万人（子供を含む）が所得

補助基準以下の生活を送っている 。それは，資力調査が人びとを貧困者と認定して恥辱を与える

ことや，適格性を判定する調査のための介入が給付の権利意識を弱め，複雑な行政手続きを要す

るために，人びとに講求を思いとどまらせるからである 。さらに，政府部局の自由裁量によるル

ールの解釈が不平等な取り扱いを生むという問題もある 。したがって，貧困者を救済し，不平等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）を削減し，社会的な結集をはかるうえで，資力調査の有効性については批判の余地がある 。

　（３）の給付は市民権の考え方にもとづくものである 。これは所得と関係なく支給される普遍的な

毎拠出給付で，非課税扱いである 。この例としては，児童給付（Ｃｈ１１ｄ　Ｂ
．ｎ。丘ｔ１６歳未満の子ともの

いるすべての家族への援助），付添手当（６５歳以上の障害者に支給），障害者生活手当（６５歳以前の障害
　　　　　　　１４）
者に支給）がある 。

　以上の所得保障では，近年，より効率的で選別的な給付に焦点をあてて，結局はコストを切り

下げるさまざまな試みがなされてきた。また，所得保障の配分や管理の責任を明確にすることも

強調されている 。

　保守党政府は ，１９８０－ｇＯ年代を通じて，基礎年金を一階部分とすれば二階建て部分にあたる国

民保険の国家所得関連（比例）年金を縮小し，職域年金や個人年金の比率を高め，確定拠出年金

への道を開いた。公的年金から私的年金へのシフトがすすめられた結果，すでに年金支給総額で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
は私的年金の支給総額が公的年金のそれを上回 っている 。

　これにたいして「福祉のニュー ディール」をかかげる労働党政府は，１９９８年１２月に公表した年

金制度の将来構想に関する緑書（“ Ｐ。。ｔｎ。。。ｈ１ｐ　ｍ　Ｐ
．ｎ．１．ｎ”）にもとづく福祉改革 ・年金法（１９９９

１１ ．）により ，上の所得関連（比例）年金に代わる低所得者向けｒ国家第二年金（Ｓｔ．ｔ． Ｓ。。。ｎｄ　Ｐ
．ｎ 一

。ｉ．ｎ： ＳＳＰ）」を創出した。また，仕事を変わる等で通常の職域年金が適当でない者に引退後に備

える貯蓄を税制上も優遇する新しい民間個人年金ｒステークホルター 年金（Ｓｔ．ｋ．ｈ．１ｄ
。。

Ｐ．ｎ．ｉ．ｎ）」を２００１年４月にスタートさせる 。（Ａ．Ｗ．１ｋ
。。，１９９９ ，Ｈｉ１１。，１９９９，健保組合連合会編２０００）こ

うして ，２０００年は，基礎年金の上に建つ３つの年金制度（国家第二年金，ステークホルダー年金，個

人年金や職域年金）が出そろった形となり ，あらためて基礎年金の低額が問題になったものと思わ

れる 。

　従来の国民保険拠出にもとづく失業給付（１２ヵ 月問）と ，１年以上の期問の失業者や新規学卒

失業者にたいする所得補助にとって代わることになった求職者手当 （Ｊ・ｂ…ｋ・・’・・１１・ｗ・ｎ・・ＪＳＡ
，

１９９６年１０月開始）は，受給要件に求職者同意書の提出を求め，求職活動を積極的に行なうことが

要件とされる 。拠出制にもとづく給付期間は６ヵ 月である 。それ以後は資力調査にもとづく所得

調査制求職者手当（Ｉｎ。。ｍ。一ｂ。。。ｄ　ＪＳＡ）が支給されている
。

　傷病のために２８週問就労できない者は法廷疾病給与（。ｔ．ｔｕｔ。。ｙ．ｉ．ｋ　ｐ．ｙ： ＳＳＰ）が使用者から支

給されるが，これにたいする国からの償還は廃止された。２８週間をこえる者は１９９５年度から国民

保険における就労不能給付（Ｉｎ。。ｐ。。ｉｔｙ　Ｂ．ｎ。丘ｔ）が支給されているが，これにはすべての仕事に就

けないという給付エイジェンシー 医師の証明が必要である 。

　１９８８年から実施された低所得世帯向けの家族クレジ ット（所得調査をともなう世帯給付）は ，

１９９９年１０月より ，親の就労支援の性格を強め，基準額を引き上げた就労家族タックスクレジ ット

（税額控除）に，障害者就労手当も同様，障害者タックスクレジ ット（同）にそれぞれ変更された 。
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また，２００１年度からは児童扶養タ ヅクスクレジソト（全世帯一律４４２ポントの税額控除）を導入する 。

　他方，１９８６年の社会保障法にもとづき社会基金（Ｓ。。ｉ．１Ｆｕｎｄ）が導入された（１９８８年）。 これは ，

所得補助では対応できない，突発的あるいは非日常的な必要に応じて支出ないし貸付けを行なう

制度である 。貸付け方式を大幅に導入し，「社会基金官」による大幅な裁量を認めたために，従
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
来の社会保障のタイプとまったく異なるといわれる 。

　このように，１９９７年以降，労働党政府は，資力（所得）調査をともなう手当については就労促

進に向けた制度改革を行ない，政策手段としては手当給付からタソクスクレジヅト（税額控除）

への移行の方向を示している 。（武川塩野谷編１９９９，１８０頁）普遍的給付については維持 ・拡充す

るという面もあるが，政策基調としてはｒ１９８０年代に生じた政策変化は基本的に踏襲している」

（同上，２５頁）といわねばならない 。

　マッケイによれば，１９８０年代以来の近年の改革では，全体として拠出にもとづく給付や手当が

後退し，資力調査による給付の比率が増加した。これは，拠出制給付における権利に基礎をおく

要素から ，より過酷なシステムヘの移行を示すものであり ，保険原理の弱化につながる展開も範

囲を限定し，給付水準の切り下げを含むものである 。

　したがって，「イキリスにおける社会保障政策の焦点は，権利に基礎をおいた保険方式から ，

個人の福祉に否定的な影響を及ぼすセイフティ ・ネ ソトの提供という残余的システム（。。。１ｄｕ．１

．ｙ．ｔ．ｍ）へと変化してきた 。」（Ｅ１１１。。ｎ＆Ｐ１。。。。ｎ１９９８，ｐ！２４）その結果として，貧困者の数は増大し ，

性にもとづく不平等も拡大してきたとマノケイは厳しい評価をしている 。

　１ ．でみた２０００年央におけるさまざまな実態や調査に示された結果は，このようなマッ ケイの

評価を裏づけている 。公的年金の減額が公的所得保障への依存を増やすことになっているという

逆説的現象と ，公的年金に依存し続ける貧しい国民と私的年金に加入する比較的恵まれた国民へ

の二極分解，この２つが現在も進行している 。ヒルス（Ｈ１１ｌ・１９９９）によれば，年金受給者の２５％

は所得補助を受けているが，それでも適格者の６０～６６％しか受給していない。また，年金受給者

の４０％近くは何らかの資力調査をともなう補助を受けている（いずれも１９９６年）。

　その結果，現時点で労働党政府は新たな展開をせまられているようにみえる 。実際にこの２つ

の傾向をくいとめるための新たな政策展開なり転換がなされるのかどうかは，いましばらく事態

の推移をみなければならない 。

　３ ．今後の課題

　現在，イギリスの所得保障財政（。。。ｉ．１。。。ｕ．ｉｔｙ　ｂｕｄｇ．ｔ）は政府支出の３０％，約１ ，０００億ポンド

（約１７兆円）の規模に達している 。労働党政権にとって，社会保障改革は，「明確な考えをもたな

いまま関わることになった目標」という意味で，ｒ第二のミレニアムドーム」になったという指

摘もあるようだ 。

　労働党政府は現在，１９９９年に発表された公正な社会を創造するための福祉目標２０年計画をもっ

ている 。そして，計画の前半にあたる２００９年の目標として，子供の貧困を半減することに力点を

置いているようである 。ブラウン蔵相は，５月に開催された「子供の貧困に反対する行動グルー

プ（ｔｈ・Ｃｈｉ１ｄＰ・ｖ・血ｙＡ・ｔｉ・ｎ Ｇ・・ｕｐ）」のコンファレンスにおいて，最も貧しい子供たちが１９９７年

に１人当り２８ポンド受けられた大蔵省の支援を２００１年度には５０ポンドにするとのべた。２００２年春

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４）
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までに１２０万人の子供と８０万人の成人を貧困から抜け出させるための支援はすでに開始されてい

る。 さらに，次の段階の政府の戦略として，２百万人の子供たちを貧困から救い出すことを目標

として設定している 。

　つぎの問題は，基礎年金だけに頼る５０万人の高齢者である 。１９８１年に保守党政権が所得比例年

金をカットしたため，シングルは３０ポンド，カッ プルでは４８ポンドを失ったとされる 。労働党政

権としてはこれを回復するのかどうかは大きな課題である 。

　また，給付に依存する貧困者が炊事用の道具や器具など特別な品物を整えたり ，緊急の際に必

要な資金を提供したり ，家具なしの部屋を借りる際にベッドや中古家具などを援助するための社

会基金は，１９８８年に保守党政権がルールを変更して大部分をローンに転換したので，これを給付

制度に回復させることも課題になっている 。

　多くの労働党支持者は，社会保障を受ける際の資力調査をなくし，普遍主義的枠組みに転換す

ることを求めている 。前述のように，格差や不平等が拡大し，私的年金などの拡大がすすむなか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）で， 所得再分配政策をどのようにすすめていくのか。これが２１世紀の大きな課題である 。

　他方，人口の高齢化に関わ って，つぎのような指摘がなされている 。国連の試算によれば，イ

ギリスにおいて増大する６５歳以上の人口に対する１５～６４歳人口の比率（ＰＳＲ ：Ｐ・ｔ・ｎｔｉ・１・ｕｐＰ・・ｔ

。。ｔｉｏ，現在ほぼ１対４）は，仮に１９９５年以降の移民をゼロとすると急速かつ大幅に低下する（２０５０

年には１対２ ．３６）。 現在と同じ比率を維持するためには，２０５０年まで毎年百万人以上の新しい移民

を受け入れなければならない（１９９０年から１９９８年の平均は７３ ，ＯＯＯ人である）。 もしそうしたとき ，

２０５０年のイキリスの人口は１３６百万人になるが，その６割は１９９５年以降の移民とその子孫になる

という計算である 。

　「福祉のニュー ディール」をかかげた労働党政権のもとで３年以上が経過した。２０００年時点で

明らかになったさまざまな報告書やデータによれば，１９８０年代以降の格差や不平等の拡大はなお

続いている 。２００１年はそのことが政治的に問われる年になるであろう 。

１Ｖ ．ＮＨＳ問題と保健医療政策

　１ ．ＮＨＳをめぐる動向

　イギリスの保健医療の基本的な柱は，１９４８年に設立された国営の保健医療システムである国民

保健サーピス（ｔｈ．Ｎ．ｔ１．ｎ．１Ｈ。。１ｔｈ　Ｓ
。。。１。。 以下，ＮＨＳとする）である 。このＮＨＳをめくる２０００年

半ばの動向はつぎのようなものであ った 。

（１）医師をめぐる諸問題

　ＷＨＯ（世界保健機構）が発表した「世界健康報告」によると ，イギリスの保健サービスは世界

１９１ヵ 国のうち第１８番目だと評価されている（第１位はフランス ，第２位イタリア ，日本第１０位，ドイ

ノ第２５位，アメリカ第３７位なと）。 同じＷＨＯの「健康平均寿命（ｈ。。１ｔｈｙ１１ｆ。。。ｐ。。ｔ。。。ｙ）」では ，イ

ギリス人のそれは７１ ．７歳で，世界では１４番目にランクされる（ここでは日本が第１位で７４ ．５歳，フラ

ンス７３ ．１歳，イタリア７２ ．７歳，アメリカは第２４番目）。 他方，イギリス人女性の平均寿命はＥＵ平均よ

りも低く ，とくにカンの生存率はヨーロノパ大陸諾国よりもかなり低い 。
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　イギリスの保健医療の現状については，まず第１に，ＮＨＳ病院における医師たちの尊大な態

度， 進歩する医療技術に対応する専門的技能の遅れ，その仕事ぶり（具体舳こは１週間に行なう手

術の回数が少ないことや治療ミス）などにたいして強い批判が出されている 。イギリスにおいても ，

患者は今では多くの医療情報に接することができ ，自分の状態に関する情報を知りたがっている 。

医者は患者とのパートナーシッ プによって仕事に取り組むことが求められており ，情報開示，患

者の同意が重要になっ ている 。古い，保守的な専門的職業意識では時代の変化に対応できなくな

っているのである 。

　労働党は，１９９７年の総選挙で，「ＮＨＳがトソプタウンの管理方式へ戻ることはありえない」

と言明し，ＮＨＳを「患者第１」あるいは「消費者が王様である」組織に変えることを約束した 。

しかし，ＮＨＳの秘密主義や民主主義の構造的欠落はいまなお改善されていない。病院医師のト

ソプであるコンサルタント医（・ｏｎ・ｕ１ｔ・ｎｔ 顧問医あるいは専門医とも訳されている）が「王様」であ

るといわれ，これは一種の文化であるとさえいわれている 。コンサルタント医の４３％はパートタ

イムの契約である 。さらに，コンサルタント医は，その仕事のほかに有利な私的診療を行なうこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
とが許されている 。これらはＮＨＳ創設以来の問題である 。

　これにたいして，報酬を増額して私的診療を制限する ，新しい資格の専門医を配置するなどの

案が考えられているが，医師たちの反対や財政負担の問題もあってなかなか前進しない。イギリ

ス医師会（Ｂ．１ｔ１．ｈ　Ｍ．ｄ１。。１Ａ。。。。１．ｔ１．ｎ）は ，医師たちの多くはＮＨＳ病院で長時間働き ，多面的な

仕事をこなしていると主張している 。政府と医師会は１９９７年来，コンサルタント医の契約問題で

交渉を続けてきたが，合意に至らなかったのである 。

　６月に開催されたイギリス医師会の年次大会でも ，政府の「消費者主義的なイニシアティヴ」

は短期的視野にたったものだという批判や，ＮＨＳへの新たな資源投入の約束にたいする懐疑 ，

医師資格の再確認の動きへの批判などが出されている 。

　ＮＨＳにおける医療過失事件（。１ｍ。。。ｌｎ．ｇ１１ｇ．ｎ。。。。。。。）にもとづく賠償請求数も５年間で倍にな

った。その費用は年間２億ポンドをこえている 。過失による請求を受けている医者の団体

（ＭＤＵ）によれば，１９９９年に医者が患者に支払 った賠償額は７ ，７００万ポンドで，１９９６年のおよそ

倍近くに達している 。それでも ，医療過失訴訟の８０％以上は裁判所により却下されているのであ

る。

　これにたいして，医療事故被害者を救済する団体の役員は，医療過誤に関する全国統計がない

こと ，ＮＨＳ病院にいく患者の１０人に１人（年問にして約８５万人）が何らかの被害を受けているに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
もかかわらず，ＮＨＳはその誤りから学んでいないと主張している 。

（２）病院の待機者リスト

　医師の諸問題と関連するが，２つめの大きな問題は病院の待機患者の多さである 。

　イギリスの国民は，自分の登録医（一般医あるいは家庭医）のもとを訪れてからそれぞれの病院

を紹介されることが多い。日本のように受付けをすませて実際に診察を受けるまでの待ち時問で

はなく ，実際に病院で診察を受けたり ，入院するまで自宅で待機させられている人びとの数が多

い， あるいはその期間が長いという問題である 。これはＮＨＳが永いあいだ抱えている問題であ

る。 労働党は，やはり前回１９９７年の総選挙において，待機者リストを削減するという困難な公約

をかかげた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６）
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　ミルバーン保健相が２０００年５月に明らかにしたところでは，１９９７年５月の労働党政府発足以後
，

待機者リストは入院患者で３万５千人，外来患者で５万人減少した。しかし，成果を誇ることは

できない。なぜなら ，待機者リストはなお１００万人をこえているからである 。保健相は，削減の

ための戦いをさらに続けると言明せざるをえなか った 。

　最近の資料によると ，この１００万人のうち ，１２ヵ 月以上手術を待っている患者はイングランド

全体で４９ ，０００人にのぼる
。

　また，６月に公表された消費者協会（Ｃ．ｎ．ｕｍ。。。’Ａ。。。。１．ｔ１．ｎ）の報告書によると ，病院管理責

任者の多くは，コンサルタント医の私的診療が待機患者の多さと関連している（すなわち，患者が

私的診療に流れるから ，私的診療の存在が待機患者を減らす取り組みを妨げている）と考えていることが

明らかになった 。

（３）スタッフの不足と条件の劣悪さ

　ＮＨＳの３つめの問題は，医師，看護婦，助産婦など専門家の不足である 。

　イギリスの人口千人当りの開業医は１ ．７人で，ＥＵ平均の３ ．１人に比べてかなり低いというデー

タがある 。また，ＮＨＳは１７ ，ＯＯＯ人の看護婦の不足に直面しているといわれる 。政府は４ ，０００カ

所の特別養成施設をつくり ，看護婦免許取得課程への出願を７３％増加させるよう援助してきたが
，

個々の病院ではすでに，オーストラリア，ニュージーランド，フィリピンなど海外から看護婦の

募集を行なっている 。中国からも短期契約による看護婦を１ＯＯ人募集し，政府がはじめてこれを

支援するということである 。さらに１１月 ，政府は，スペインとのあいだで２年間に５ ，ＯＯＯ人の看

護婦を確保する協定を結んだことを発表した。看護婦組合は，こうした措置が看護婦不足の一時

的解消にすぎず，根本的には看護婦の労働条件の改善が必要であると主張している 。

　イギリスで働くための登録を行なった外国人の看護婦および助産婦の数は ，１９９９年７ ，３６１人に

のぼり ，前年より４８％も増加した。供給国（数）は，南アフリカ（１ ，４６０名），オーストラリア
（１ ，１６６人），フィリピン（１ ，０５２人）などである 。保健省によれば，ＮＨＳ病院医師のおよそ３１％は

海外で資格を取得した医師である 。また，非公式の資料では，イギリス以外で訓練を受けた看護

婦の比率は３５％であるが，ロントン市内では３１％にのぼる 。公的部門の労働組合（Ｕｎ１。。ｎ）は
，

このような医師や看護婦，教師やソーシャル ・ワーカーの不足の原因は何年にもわたる予算の抑

制と士気の低下にあると主張している 。

　ＮＨＳにおけるスタッフの不足問題は，病床の不足や施設の劣悪さ ，病棟の汚さや食事の悪さ

などとも関連している 。いずれもＮＨＳ予算を抑え，低 コスト化をすすめてきたこと（とくにこ

の２０年問）によるところが大きい。『エコノミスト』誌は，人びとの多くはＨＮＳ財政を支えるた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
めに，現在の無料制度ではなく ，多少の負担を覚悟しているとする世論調査を紹介している 。国

営医療事業であるＮＨＳの最大の成功が他国に比べて相対的に低い総医療費にあるとすれば，そ

の裏面が医長の私的診療や待機患者の多さであり ，スタッフや施設の不足，病院内サービスの劣

悪さになって表れているといえよう 。

（４）公的医療と私的医療

　以上の諸問題からあらためて問われているのが，公的医療と私的医療の関係やそのあり方であ

る。

　イギリスにも私的医療は存在する 。私立病院，ＮＨＳ内部の私的診療，一般医（開業医）による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７）
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私的診療などであるが，その比重は小さい。１９９９年にＮＨＳ病院が行なった手術数が６５０万であ

るのにたいして，私的医療機関のそれは３万である 。また，病床数はＮＨＳの２０万にたいして１
　　　２１）
万である 。

　しかし，１９８０年代をつうじて，保守党政府はＮＨＳ病院と私立病院との連携，協調をすすめた 。

民問病院でも ，アメリカ系資本による営利企業化がすすんだ。民間医療保険の加入者も増加して

いる 。また，コスト節約のため，現業的性格が強い病院内の清掃や洗濯，給食，保守など補助サ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
一ビスの外部委託（。。ｎｔ。。。ｔｍｇ．ｕｔ）もすすめられてきた

。

　１９９７年における非ＮＨＳ保健医療の支出は８０億ポンド（そのうち３８％は薬剤費）をこえた 。

１９９７／９８年度におけるＮＨＳの支出が４００億ポンドであるから ，イギリス全体の保健支出の約１７％
　　　　　　　　　　　２３）
はいわゆる私的医療である 。

　労働党政府は２０００年１０月 ，「独↓保健医療協会」とのあいだで，私立病院や民間ナーシンクホ

ームの空きベッドを利用してＮＨＳの患者を１０万人送り込むことを含む新たな長期協定（協約

。。ｎ。。。ｄ．ｔ）を締結した。ＮＨＳは ，１９９８／９９会計年度に ，３５万人の手術を民間部門で行なうために

予算の４ ．６％にあたる１２ ．５億ポンドを支払ったとのことであるが，今度の協定ではさらに年問１０

万人分が加わる形になる 。保健相はこれについて，患者はもちろん医師もＮＨＳの医師であるこ

と， また無料であることを強調している 。

（５）労働党政府のＮＨＳ改革策

　このように，ＮＨＳをめぐる問題は山積している 。しかし，ＮＨＳにたいする国民の支持ない

し期待は現在でも大きい。これをうけて，ブレア首相は，２０００年７月 ，ＮＨＳを５年以内に改革

する課題に２期目の政権の政治的信頼性を賭けるという ，野心的計画をうちだした。この新しい

ＮＨＳ計画は，以下の内容からなっ ている 。

　２００５年までに ，７ ，５００人のコンサルタント医，２ ，０００人の新しい　般医，２０ ，Ｏ００人の看護婦
，

６， ５００人以上のセラピストなどの保健専門家を増員し ，７ ，０００の病床（２００４年まで），１００の病院プ

ロジェクト ，５００の統合センター（。ｎ。。ｔ．ｐ。。ｎｔ。。。）をつくる 。これらのため，今後４年間におけ

るＮＨＳへの投資を実質３５％増額する 。これにより ，患者の待機期問は外来で最大３ヵ 月， 入院

で最大６ヵ 月以内にし，平均待機期聞はそれぞれ５週間と７週間にする 。２００２年までに，すべて

の患者がプライマリーケアの専門家には２４時間以内に，また一般医には２日以内に会えるように

する 。非医学的理由から手術当日にキャンセルが発生した場合は，病院が２８日以内に次の日を設

定するか，あるいは直ちに民間病院へいくための費用をＮＨＳが支払うか，患者が選択できるよ

うにする 。コンサルタント医とはその仕事にたいする毎年の評価とリンクした新しい契約制度を

導入する 。また，新しい資格の専門医には７年問のＮＨＳ専念義務を課す。さらに病院内の清掃

や施設，食事の改善にも取り組む 。

　この計画の基本原則の策定には，医師会，王立医学および看護大学，ＮＨＳ連合などの代表者

が加わり ，細部にわたり４か月に及ぶ内紛があったといわれる 。その結果，コンサルタント医の

代表は，新しい契約制度では医師の仕事や私的診療への無理解があると不満を表明し，医師会の

代表は一般医の１万人の増員が必要だと主張している 。また高齢者の代表は，この計画がＮＨＳ

による無料の在宅個人ケアヘの取り組みを勧告した王立委員会の提案を拒否した（資力調査をと

もなうものは認めている）ことに失望を表明した。他方で，保守党は，医師などの増員数に水増し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８）
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があるとの批判を行なった。しかし，総じて，この改革計画がすでに一部実行されていること ，

医師や病床の不足への理解がすすんだことなどから ，「１９４０年代のＮＨＳ発足時のシステムを
，

現代的な，患者中心のケアに転換する試み」とする本計画の歴史的 ・長期的意義に期待するとこ

ろは大きい 。

　ＮＨＳ改革は，イギリスの総選挙の度ごとに争点になってきたといわれる 。２００１年春に予定さ

れる次の総選挙においても同様のことが予想される 。労働党政府は，以上のようなＮＨＳ改革案

とＮＨＳ内部での民間病院の活用をうちだしており ，野党保守党は公的関与の縮小とＮＨＳの外

部での民問病院の利用を主張している 。両者は，ＮＨＳを維持するという大きなところでは一致

しているようにも見えるが，その方向およびやり方はやはりかなり異なるといえる 。

　２ ．９０年代の保健医療政策

　ネッルトン（Ｓ．Ｎ．ｔｔ１．ｔｏｎ，ヨーク大学助教授，Ｅ１１ｉ．ｏｎ＆Ｐｉ。。。ｏｎ１９９８）によれば，ＮＨＳはこれまで

成功してきたと ，イギリスでは広く信じられている 。その仕組みは広くゆきわたり ，国民に支持

されており ，他国の制度と比較しても ，相対的に低いコストで全国民に包括的保健医療サービス

ヘのアクセスを保障してきた。薬の自己負担分や歯科サービスなどを除けば，ほとんどの部分 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
現在も利用時に無料でサービスを提供している 。

　しかし，ＮＨＳのコストは毎年増大し続けている 。多くの資源が投入されているにもかかわら

ず， １． でみたように，つねに貧困で財政危機にあるといわれる 。イギリス国民はＮＨＳを支え

る余裕があるのか。これが第１の問題である 。

　第２は，保健医療分野における専門家権力の問題である 。とくに医師たちはいわゆる診療自治

（。１ｍ１。。１．ｕｔ．ｎ．ｍｙ）の名のもとにさまさまな決定を行なっ ているが，それが本当に大多数の人ひ

との利益に合致しているのかとうか。ここには，規制と自治とのあいだの緊張関係という中心問

題がある 。

　第３の問題は，個々の患者や保健医療サービス「消費者」の立場からみると ，ＮＨＳは利用者

の二一ズや要望に無関心で，どうしようもない官僚主義に支配されているのではないかという問

題である 。

　第４の問題は資源配分の偏りである 。病院と救急医療部門が多くの予算を獲得している一方 ，

プライマリーケア（一次医療，イギリスでは病院ではなく一般医ＧＰが行なう），コミュニテイケア

（高齢者や障害者，母子家庭を対象とする病院施設以外のサービス），予防サービスは脱落し，地域格差

の存在（若年死亡率の高さなど）も指摘されている 。

　これらの問題は１９５０年代以来とりあげられてきた。しかし ，「指令的なコントロール経済」と

して機能する ，階層構造をもった高度に官僚的な組織の基本的な特徴は変化しなか った 。１９８０年

代をとおして，ニューライトの保守党政府は保健医療サービスの組織と管理の方法を変える試み

を行い，新しいスタイルの「管理主義（ｍ．ｎ．ｇ。。１．１１．ｍ）」と ，「管理された内部市場（ｍｔ．ｍ．１

ｍ。。ｋ．ｔ）」を導入した。現在ではこの２つの展開が「新」保健医療サーピスのコアを形成してい

る。 この展開は，教育や住宅，杜会サービスのような他の福祉領域における新しい管理主義，準

市場（ｑｕ。。１－
ｍ。。

ｋ．ｔ 擬似市場とも訳される）関係の導入，予防と個人責任を喚起する試みなとの導

入を反映するものである 。それにもかかわらず，主として税によっ て財政を支えられ，普遍王義 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９）
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包括性，公平の原理によっ て運営されるＮＨＳの特徴は現在も維持されている 。

　新しい管理主義では，各地区や家庭などに責任をもつ健康当局（Ｈ。。１ｔｈＡｕｔｈ。。１ｔ１。。）の管理者

は， 医師たちのサポートではなく ，彼ら（とくにコンサルタント医）を管理し，サービスが効率的

かつ革新的で，責任性のあるものにすることに責任を負 っている 。しかし，医師たちとのあいだ

の関係では，どうしても医師の側に実際上の力がある 。そこで，サ ッチャー政権はアメリカの政

策分析専門家の意見をとりいれ，１９９０年の新しい法律（ｒ国民保健サービス ・コミュニティケァ法」）

にもとづく改革でｒ内部市場」をつくりだした。それは，ＮＨＳの機構内部にさまざまな部門を

つくりだし，従来は供給主体でもあ った保健当局とサービス供給機構（病院や地域保健サービス機

関）とを切り離すというものである 。これにより供給機構はそれぞれ基金（Ｔ・ｕ・ｔ・）を設立し
，

独立した非営利組織として機能することになった。国家は基金の所有者にとどまり ，大蔵省

（Ｔｈ．Ｔ。。。。ｕ．ｙ）が施設投資などを財政的に支える 。また，私的セクターによる医療サービスの供

給を認めた。サービスの購買者となった保健当局（保健コミッション）はこれらの基金や一般医

（家庭医），営利，非営利のサービス供給者と契約を結ぶ。このようにして，供給者問の競争を促

しながら ，保健当局には地域保健二一ズのアセスメントと ，サービスの効果や効率性，適切さを

モニターする役割が期待される 。サッチャーのいわゆる「支払いに見合う価値（Ｖ．１ｕ．ｆ。。 Ｍ．ｎ．ｙ

＝ＶＦＭ）」という考え方である
。

　「内部市場」の中心は契約にあるが，実際には契約にたいするさまざまな規制を加えた結果 ，

それを取り仕切る強固な官僚制を要することになったという批判がなされてきた 。

　また，サ ソチャー政権による１９９０年改革のもっとも論争的な特徴の１つは，「予算保持　般医

（ＧＰ　ｆｕｎｄｈ・１ｄ・・）」の設立であ った。これは，自分が受け持つ登録患者のために保健医療費をあら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
かじめ予算として保健当局から付与される一般医のことである 。これにたいする批判は，予算保

持一般医の方が予算を保持しない　般医と比べてより早く患者を病院サーピスを確保できるとい

う二層システムになっている点である 。予算を保持しない一般開業医は，保健の購買者による二

次ケアの購入が行なわれる場所の１つであるが，そのような　般医はサーピス提供者を選ぶこと

ができない 。

　これにたいして，新しい労働党政府は，契約を「統合的保健医療合意（。。ｍｐ。。ｈ．ｎ．１。。 ｈ。。ｌｔｈ

。。。。。ｇ。。。ｍ．ｎｔ。）」に置き換える提案を行なった 。より長期的なべ一スのうえで，幅広い範囲の標

準的なサービスの委託を包括できるという考え方である 。これによって保健医療の新しい代替モ

デルを準備し，地域の多様な二一ズに対応する新しい種々のタイプのＧＰコミッション ・グルー

プに重点を移し，全体にフレキシビリティを追求する 。人口の９８％が一般医（ＧＰ）に登録され

ている現状では，このプライマリーケアの改善は，住民や患者により接近し，医療 コストの効率

性を高めるうえでも重要な課題である 。１９９９年４月には４８１のプライマリーケア ・グループが発

足した 。

　また，１９９９年６月に保健法が制定されている 。ｒ主な内容は，Ｏ予算保持一般医をプライマリ

ーケア ・トラストに置き換え，一般医や看護婦が地域でサービスの向上に協働できるようにする ，

　保健当局，ＮＨＳトラスト ，プライマリーケア ・トラストにたいして，質の高いサービスの提

供を義務づけ，それを監視する保健医療改善委員会を設ける ，　患者のためにＮＨＳ全体が機能

するように，ＮＨＳ内部やＮＨＳと自治体福祉部などの協力関係を強化する ，＠保健大臣に薬剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０）
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の価格を規制する権限を与える ，　患者や医師の不正にたいする罰則規定を設ける」である 。

（健保組合連合会２０００，２３５－６頁）

　２０００年７月のＮＨＳ改革案は，このような流れのなかで登場したものである 。

　３　今後の課題

　近年の保健医療政策をめくる論点としては，上記のＮＨＳの財政や管理機構の問題と関連して ，

保健医療の入手可能性（。丘。。ｄ．ｂ１１１ｔｙ） ，割当てと優先順位の設定，患者の選択と利用者の参加（消

費者主権），保健医療における不平等などの問題が指摘されている 。ネッルトンは，２１世紀の保健

医療では在宅医療とあわせてプライマリーケアと地域コミュニティに基礎をおくケアがいっ そう

重要になり ，これまでのような大規模なハイテク病院や救急医療病院は時代遅れになるだろうと

のべている 。

ＷＨＯのクローハル保健戦略「２０００年までにすべての人に健康を（ＨＦＡ２０００）」も ，プライマ

リーケアにより重点をおき ，治療と予防の不均衡を正す試みを提起している 。この戦略に関わ っ

て， いくつかの要素が指摘されねばならない。第１に，バイオテクノロジーにもとづく医療の制

限を自覚すること ，また増大する局度技術医療の投資効果は減少することを認識する必要がある 。

第２は，伝染病が減少する一方で，社会的 ・行動的要因により促進される心臓疾患やガンのよう

な慢性的な条件のもとでの疾患が増加するといった病気の性質の変化である 。第３は，高齢者人

口比率の増加が保健サービスに課す制約である 。第４に，健康の責任を政府から個人にシフトさ

せる政策の追求は，１９８０年代から９０年代初めのイデオロギーと符合していたが，結局のところそ

の目的は個人の行動を変えさせ，より健康的なライフスタイルを送るように促すことにある 。こ

れには貧困や社会的不平等など杜会背景の要因を無視しているとの批判もあるが，たとえは，喫

煙， 運動不足，貧しい食事といった健康の危険因子となる行動を改善することは必要である 。

Ｖ． 評価と展望

　以上，雇用政策，所得保障，保険医療の３大分野におけるイギリス福祉国家および社会政策の

最新の動向および９０年代の政策をとりあげてきた。そこから言えることは，さしあたってつぎの

３つである 。

　第１ ，本文およぴ表Ｉ－１でも明らかなように ，１９８０－９０年代半ばの保守党の反福祉国家政策

にもかかわらず，国民保険とＮＨＳ（国民保健サービス）という２つからなる戦後イギリスの福祉

国家体制の基本的柱は変化しなか った。所得保障とＮＨＳおよび社会福祉サーピスの支出の合計

額を国民所得と比較した数値（％）は，保守党政権下の１６年のあいだに３ポイント上昇した（住

宅給付を除外しても傾向は同じ）。 社会保障の受給者数も増加している 。一般政府の財政支出のうち

所得保障にＮＨＳ，対人サービス ，教育，住宅を加えると ，社会政策経費だけで７割近くに達す

る（仲村 ・一番ケ瀬１９９９ ，３２０頁）。

　仮に保守党政権の反福祉国家政策がなければ，これらの数値はもっと上昇したであろう 。した

がって，１８年間におよぶ保守党政権の反福祉国家政策は杜会保障支出の伸びを抑制する効果をも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１）
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たらしたといえる 。その結果，イギリスの社会保障水準は現在，国際的にみてほぼ中位にある 。

福祉国家の解体あるいは抜本的再編につながらなかった理由は，何といっても ，福祉国家にたい

する国民の支持との期待があったからである 。労働党ブレア政権は以上のようなイギリス福祉国

家体制の歴史段階と基本的特徴を継承している 。

　第２に，１９８０年と９６年における支出構成の変化をみてもわかるように，福祉国家ないし社会政

策の質的変化は大きなものがあ った。失業関連給付や退職年金の比率の減少，また総じて国民保

険支出の比率の低下は，社会保険原理にもとづく戦後ベウァリソジ体制の原則の後退を意味する 。

完全雇用政策の放棄とあわせて，イギリスの戦後福祉国家体制は質的に変化し，いわゆる新保守

主義 ・新自由主義的体制へと方向転換した。しかし，他方では，所得補助その他の無拠出給付 ，

そして社会福祉サーヒスの大幅な増加傾向にみられるように，普遍的 ・包括的な社会保障二一ス

の増大に応えさるをえなかったことも事実である 。これは１９８０年代に所得や資産の格差 ・不平等

が拡大したことに対応した結果である 。現在も所得再分配効果は大きく働いているとはいえない

ので ，今後も ，無拠出給付と普遍的サーヒスヘの二一スは増大するであろう 。これは明らかに１

つの矛盾である 。労働党フレア政権は教育とＮＨＳへの支出に相対的重点をおき ，所得保障支出

の伸び率を抑えようとしている（Ｈ１１ｌ・１９９９）ようだが，今後，年金をはじめとする所得保障政策

にどのような態度をとるのか，注目されるところである 。

　第３に，全体として国家が公的セクターの財政を支え，決定を下し，国民生活全般を管理する

という基本は変わ っていないが，社会政策における管理のあり方はかなり大きく変わ った。保守

党政権が導入した新しい公共管理（ｎ．ｗ　ｐｕｂ１１．ｍ．ｎ．ｇ．ｍ．ｎｔ）は内部市場の原理と結ぴつけられ
，

労働党政権にも基本的に引き継がれている 。これらは純粋な市場原理ではないが，擬似市場的な

一種の競争原理である 。また同時に，「現代化」の名のもとに，効率性，分権化，民間部門の活

用， 消費者主義，二一ズ優先，ｒワークフェア（働くことによる自立促進）」などの一連の原理が尊

重されるようになった。これにより ，従来のいわゆるケインズ主義的福祉国家がかかえていた中

央集権，官僚主義，専門家権力，不効率，依存体質，不平等などの欠陥を克服することがめざさ

れている 。これらの政策原理や目標も労働党政権によって引き継がれている 。

　ただ，これらの一連の新しい原理が今後，経済不況による失業増加や財政危機などの制約から ，

公的管理の最小限主義や選別主義の強化に結びつくことになった場合は，国民の権利にもとづく

普遍主義や公平性，包括性などを原理とする福祉国家体制は大きく後退し変質する恐れがあるこ

とは指摘しておかねはならない。４年目の労働党政権は，好調な経済状況，財政黒字，低失業率 ，

低インフレ率および国民の支持のうえに２期目の政権をめざし，公共支出を拡大しながら公共サ

ービスのたて直しをはかろうとしている 。これにたいする国民の評価は，２００１年の総選挙におけ

る新たな選択として下されるであろう 。

　２１世紀福祉国家は，ジェンター（深澤，１９９９），移民などの民族 ・人種，環境などの諸問題を包

括し，解決していかねばならない。それと関連して，グローバリゼーションにともなう福祉国家

間の相互調整（岡 ，１９９９），市民的権利，ヒューマン ・二一ス ，参加民主主義（Ｅ１１１・・ｎ＆Ｐ１・…ｎ ，

１９９８）などの課題も重要である 。本稿は限られた作業目的のために，福祉国家や社会政策の全体

課題や方向性に関する議論に踏み込むことはできなかった。また，イギリスにおける福祉国家研

究の対象領域には通常，労働政策，所得保障，保健医療の３分野のほかに，対人社会（福祉）サ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２）
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一ビス ，教育（ブレアは９７年の総選挙において，ニュー・ レー バーの重要政策はｒ教育，教育，教育であ

る」とくり返した），住宅の３分野が含まれる 。これらの分野については今度の研究課題としたい 。

２１世紀を迎えた世界は，新しい政治経済学にもとづく福祉国家の制度比較研究（岡沢 ・宮本，１９９７
，

埋橋，１９９７，Ｅ．ｐｍｇＡｎｄ。。。。叫１９９９）がさかんになり ，福祉国家の本質，制度，機能，それらをつ

らぬく思想（Ｐｉ。。。。ｎ，１９９８）に関して ，あらためて多くの論点が提示され，活発な議論が展開され

ている 。これらについても今後，検討し深めてゆきたいと思う 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００１年３月７日脱稿）

　　　［付言己：本稿校正途中の６月７日に総選挙が実施された 。前回より投票率が１０ポイント以上低下して

　　　６０％を割り込む中，労働党は４２％の得票率で６４％の議席を獲得し，ブレア政権は２期目にはいった
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

　本稿は，２０００年度立命館大学役職者学外研究員制度による成果の一部である 。

　筆者は，生活様式の政治経済学および経済学方法論を専門にしてきたものであるが，２０００年半ば
，

上記の制度によりイギリスにおける在夕慨究の機会をえて，福祉国家と社会政策の最新の動向に触れ

ることができた。現状のスケッチと課題や方向を明らかにすることにつとめたが，初めてとりくむテ

ーマであるため見逃した点あるいは思わぬ誤解もあると思う 。本テーマに関心をもたれる方々のご批

判をお願いする次第である 。

　なお，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＳｕｓｓｅｘ（ａｔＢｒｉｇｈｔｏｎ）Ｓｃｈｏｏ１ｏｆＳｏｃｉａ１Ｓｃｉｅｎｃｅｓ にＶｉｓｉｔｉｎｇＲｅｓｅａｒｃｈＦｅ１１ｏｗ

として滞在するについては，Ｄｅａｎ　Ｄ．Ｒｏｄ　Ｂｏｎｄ，Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ　 Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｆｌｅ１ｄｍｇ，Ｐ．ｏｆｅｓｓｏ． Ｐａｔ　Ｔｈ
ａｎｅ

，

Ｄｒ　Ｋｅｖｍ　ＭｃＣ
ｏｍ１ｃｋその他の方々にお世話になった。とくに，Ｆ１ｅ１ｄｍｇ教授は学期中，毎週のよ

うに私（たち）の話し相手になっていただき ，そこからイギリス社会について多くを学ぶことができ

た。 本誌上をかりて，あらためて関係者にお礼を申しあげたい。また，本稿のまとめにあた って ，同

僚の浅田和史，佐藤卓利両教授から資料等でご教示を得た。本研究科院生伊藤大一君の「イギリス労

働市場の変容とブレア政権の失業者対策」（２０００年度修士論文）からも示唆を得たことも付記してお

きたい 。

　本文で紹介している２０００年５月から９月期（一部１１月まで）の動向については，各種新聞報道によ

るところが多い。とくに重要と思われる部分は注を付し典拠を明確にしたが，そうでない部分は煩雑

になるため省略したことを断っておく 。

　参考までに，２０００年６月時点におけるイギリス 各紙（日刊）の公表発行部数は以下のとおりである 。

Ｔｈｅ　Ｓｕｎ３５７万部，Ｔｈｅ　Ｄａｉ１ｙ　Ｍａｉ１２３９万部，Ｔｈｅ　Ｍｉｒｒｏｒ２２３万部，Ｄａｉ１ｙ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　ｌ０８万部，Ｔｈｅ

Ｄａ１１ｙ　Ｔｅ１ｅｇｒａｐｈ１０３万部，Ｔｈｅ　Ｔｍｅｓ７２万部，Ｆｍａｎｃ１ａ１Ｔ１ｍｅｓ４６万部，Ｔｈｅ　Ｇｕａｒｄ１ａｎ３９万部
，

Ｔｈｅ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ２３万部（千以下を四捨五入）など。このデータは丁加Ｇ伽肋伽
，Ｊｕ１ｙ１７．２０００．に

よるものである 。
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　ブレア労働党政権は，「１９７９年以前の労働組合との協調にもとづくケインズ的総需要政策，安全雇

用政策，所得政策といった政策を採用しない」ことを明確にしている 。（武川 ・塩野谷１９９９ ，１１７頁）

　Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｔａｙ１ｏｒ
‘‘

Ｓｔｉ１１ｍｏｒｅ　ｊｏｂｓ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ
’’

丁加Ｇ伽肋ｏ仏Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ
８． ２０００

　Ｋａｔｈｅｒｍｅ　Ｒａｋｅ
‘‘

Ｍｅｎ丘ｒｓｔ
’’

ｎ６ Ｇ伽肋伽，Ｊｕｎｅ２０．２０００

　珊６丁伽硲Ｍａｙ１１ ．２０００．丁加Ｇ舳肋伽，Ｍａｙ１１ ．２０００

　Ｔん６Ｇ〃ｏブ
６６ｏ〃，Ｊｕ１ｙ１２ ，１４ ．２０００

　Ｊｏｓｅｐｈ　Ｒｏｗｎｔｒｅｅ　Ｆｏｕｎｄａｔ１ｏｎ，戸ｏ刀６〃ツ舳■ ５０ｃ伽Ｚ６〃Ｚ〃１０〃刎Ｂｒｚ伽仏ｍ
‘‘

丁加Ｇ伽〃２伽
’’

Ｓｅｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４３）
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立命館経済学（第５０巻 ・第１号）

１１ ．２０００

　１９９４年度末時点の国民保険の拠出者は２ ，４１８万人。１９９５年度の収入総額は４４６億ポンド，うち保険料

収入は９０％（うち使用者負担分は４８％），国庫負担は８％。他方，給付費総額は４０１億ポンド，うち退

職年金７５％，傷害給付１９％，失業給付２ ．７％，寡婦給付２ ．５％などである（堀，武川 ・塩野谷編１９９９第

６章１５６～７頁）。

　資力調査を伴う毎拠出所得補助は，１９９６年現在，イギリス全人口（５ ，８８０万人，１９９６年）の約１７％
，

約９６０万人を対象者とし，所得補助給付は社会保障給付総額の約１５％を占める（山田，武川 ・塩野谷

編第９章）。

　１９９６年時点で，３の児童給付対象者は７０２万人，給付総額６７億ポンド，障害者生活手当は１６７万人
，

４４億ポンド，付添手当は１１１万人，２４億ポンド，２の家族クレジ ットは６８万人，２０億ポンドであ った

（下夷，武川 ・塩野谷編１９９９第７章）。 また ，住宅手当の１９９５／９６予算額は１０９億ポンド，全社会保障費

の１２％に達する（上田，同上，第８章）。

　所得保障の中核である公的年金および私的年金をめぐる動向や問題点については，武川（武川 ・塩

野谷編１９９９第１６章）が詳しい
。

　社会基金による貸付けにおいて，労働党政府のルール変更の影響で，１９９９／２０００年の申し込み者１６８

万人のうち３６２ ，ＯＯＯ人，２１ ．６％が支払い不能の理由で貸付けを拒否された。これは前年のＯ ．８％から急

増した。（Ｍａ１ｃｏｍ　Ｄｅａｎ“Ｌｏｓｍｇ　ｏｕｔ
’’

Ｔ１加Ｇ伽肋ｏ仏Ａｕｇｕｓｔ１６．２０００）

　Ｍａ１ｃｏｍ　Ｄ
ｅａｎ，丁加Ｇ伽肋ｏ仏Ａｕｇｕｓｔ１４．２０００

　ＮＨＳの成立とその後の歩みについて，武田文祥（毛利編１９９９第３章所収）が最近の研究成果を示

している 。それによっても ，世界に例のない国営医療制度であるＮＨＳがその成立時から医師たちの

専門家自治と妥協せざるをえなかったこと ，財政や機構上の諸問題はその成立時から存在していたこ

となどが知られる 。

　病院勤務医の階層は，Ｃｏｎｓｕ１ｔａｎｔ（顧問医または専門医） ・Ｒｅｇ１ｓｔｒａｒ（専任医師）　 Ｈｏｕｓｅ　ｏ冊ｃｅｒ

（インターン）と細かく８段階の報酬に分かれている 。（１９９６年度）サ ッチャー 政権（！９７９～９０年）下

のＮＨＳ政策については，松漢憲雄（１９９８）が詳しい
。

　Ｐｅｔｅｒ　Ｒａｎｓ１ｅｙ，丁加Ｇ伽〃吻仏Ａｕｇｕｓｔ，８．２０００

　Ｔ〃３Ｅ６０刀ｏ刎ゐちＪｕｎｅ，３．２０００
，Ｐ

．３６

　Ｐｏ１１ｙ　Ｔｏｙｎｂｅｅ，丁加Ｇ〃〃〃伽，Ｊｕｎｅ，１６．２０００

　私的医療の拡充や現状については，武川（武川 ・塩野谷編１９９９第１６章）を参照
。

　Ｊｕｓｔｍ　Ｋｅｅｎ　Ｔ加Ｇ伽〃２伽，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ，６．２０００

　ＮＨＳの最近の仕組みについては一圓光彌（武川 ・塩野谷１９９９第１０章）も参照
。

　　　　　　表Ｖ －１国民保健サービスの財源と支出（イングランドのみ，１９９５年）

財源 実額（百万ポンド）構成比％ 支出 実額（百万ポンド）構成比％

国庫負担 ２７ ，４１６ ８２ ．４ 保健当局（病院，地域保 ２４ ，１７６ ７２ ．７

ＮＨＳ拠出（保険料） ４， ０１９ １２ ．１ 健サービス）

患者負担計 ７８３ ２． ４ 家庭保健サービス当局

病院サービス １０１ 一般医サービス １， ９０２ ５． ７

薬剤サービス ３８４ 薬剤サービス ２， ９５３ ８． ９

一般歯科医サービス ２９８ 一般歯科医サービス １， ２８１ ３． ９

その他 １， ０４７ ３． １ 眼鏡サービス ２１３ ０． ６

中央政府管理費 ２１７ ０． ７

その他 ２． ０３２ ６． １

合計 ３３ ，２６６ １００ 合計 ３３ ，２６６ １００

資料　Ｄｅｐａれｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｈｅａ１ｔｈ（１９９７）Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｏｃｌａｌ　Ｓｅｒｖｌｃｅｓ　Ｓｔａｔｌｓｔｌｃｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｇ１ａｎｄ，１９９６

　　 ｅｄ１ｔ１ｏｎ，Ｔｈｅ　 Ｓｔａｔ１ｏｎａｒｙ　Ｏ舶ｃｅ

出所 ：一圓光彌ｒ国民保健サービス」（武川 ・塩野谷編１９９９）２５４，２５６頁より作成

１９９５年の主要国における総医療費の比較では，イギリスの総医療費の対ＧＮＰ比は６ ．８％，公的医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４）
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　療保障の割合は８５％であるのに対し，日本は６ ．９％，７１％，アメリカは１５ ．７％，４９％である 。

　（Ｅ１１ｉｓｏｎ＆Ｐｉｅｒｓｏｎ
，Ｐ

．１４０．および一圓 ，２４９頁）

２５）一圓によれば，１９９６年４月のイングランドで，人口のおよそ半分の人びとは予算保持一般医に登録

　しており ，予算保持一般医の数は１３ ，４２３人である
。

参考文献（ａ～ｚ 順） ：１９９０年代の動向に関するものに限定した
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樫原朗（１９９８）「イギリスにおける就労促進政策と社会保障」『海外社会保障研究』Ｎｏ． １２５，Ｗｉｎｔｅｒ

健康保険組合連合会編（１９９９）『杜会保障年鑑』１９９９年版，東洋経済新報社

健康保険組合連合会編（２０００）『杜会保障年鑑』２０００年版，東洋経済新報社
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仲井優一・一番ケ瀬康子編集代表（１９９９）『世界の杜会福祉４イギリス』旬報社

岡沢憲芙　宮本太郎編（１９９７）『比較福祉国家論』法律文化社

大山博 ・炭谷茂 ・武川正吾 ・平岡公一編（２０００）『福祉国家への視座』ミネルヴァ 書房

岡伸一（１９９９）『欧州統合と社会保障 ：労働者の国際移動と社会保障の調整』ミネルヴァ 書房

小沢修司（２０００）「アンチ『福祉国家』の租税＝社会保障政策論　　べ一シノク　インカム構想の新展開」

　　『（京都府立大）福祉社会研究』第１号

武川正吾　塩野谷祐　編（１９９９）『先進諸国の杜会保障¢イキリス』東大出版会

武川正吾（１９９２）『福祉国家と市民社会』法律文化社

武川正吾（！９９９ａ）『福祉社会の社会政策』法律文化社

武川正吾（１９９９ｂ）『社会政策のなかの現代 ：福祉国家と福祉社会』東大出版会
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Ｅｌｌｉｓｏｎ，Ｎｉｃｋ＆Ｃｈｒｉｓ　Ｐｉｅｒｓｏｎ　ｅｄ．（１９９８）Ｄ舳６Ｚｏ戸刎舳お加Ｂｒ〃５ん８０６加Ｚ　Ｐｏ伽ｙ　Ｌｏｎｄｏｎ

ＥｓｐｍｇＡｎｄｅｒｓｅｎ，Ｇｏｓｔａ（１９９９）８ｏ舳Ｚ亙ｏ舳３伽ｏ狐 げ戸０５〃〃♂〃３ヶ〃Ｅ６０〃ｏ舳６呉Ｏｘｆｏｒｄ　Ｇ　エスピン

　　 ーアンデルセン ，渡辺雅男 ・渡辺景子訳（２０００）『ポストエ業経済の社会的基礎 ：市場 ・福祉国家 ・
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ｅｎｓ，Ａｎｔｈｏｎｙ（１９９８）丁加丁加〃Ｗめｎ３Ｒ舳伽ｏＺげ８ｏ舳ＺＤ舳０６閉６ツＡ　キテンス ，佐和隆

　　光訳（１９９９）『第三の道』日経新聞杜

Ｇｏｕ１ｄ，Ａｒｔｈｕｒ（１９９３）Ｃ砂伽倣Ｗ６伽。６ 恥〃肌Ａ ・グールド，高島進 ・二文字理明 ・山根祥雄訳

　　（１９９７）『福祉国家はどこへいくのか ：日本 ・イギリス ・スウェー デン』ミネルヴ ァ書房

Ｈｉ１１ｓ，Ｊｏｈｎ（１９９９）丁加Ｗ６伽陀８如蛇ゴ〃加びＫ ・肋ｏＺ〃ｏ仏ル〃〃〃９ｏ〃Ｒ的肌『海外社会保障研

　　究』Ｎｏ１２８，Ａｕｔｕｍｎ

Ｐ１ｅｒｓｏｎ，Ｃｈｒ１ｓｔｏｐｈ
ｅｒ

　（１９９８）　Ｂ
６ツｏ〃４〃３Ｗ－３伽〃８〃〃２Ｔゐ３八一６ｗ戸ｏＺ伽６０Ｚ厄６０〃０刎ツ〆Ｗ－３伽肥

　　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｌｔ１ｏｎ（Ｆｌｒｓｔ１９９１） ，Ｐｏ１１ｔｙ　Ｐｒｅｓｓ　Ｃ ・ピアノン『曲がり角にきた福祉国家一福祉の新政治

　　経済学』田中浩 ・神谷直樹訳，未来杜（初版の邦訳）

Ｗａ１ｋｅらＡ１ａｎ（１９９９）丁加Ｒ伽舳げ戸舳３舳川伽びＫ『海外社会保障研究』Ｎｏ１２６，Ｓｐｍｇ
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